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３．５ 放射線管理 

 

放射線管理の主目的は，ＡＬＡＲＡ（全ての被ばくは，社会的，経済的要因

を考慮に入れながら，合理的に達成可能な限り低く保つべきである。）の考え

方を尊重し，原子力発電所の運転・保守において，放射線業務従事者の受ける

線量の低減を図ることである。 

そのために，原子力発電所における線量最適化計画の策定・実施，管理区域

の管理，管理区域立入者の管理，管理区域立入者の線量の管理，作業に係る放

射線管理，運転中の水質管理（化学管理を含む。），物品の移動管理，放射線計

測器類の管理および点検，保護衣類およびマスク類の点検，放射性同位元素の

取扱い，環境放射線管理および原子力発電所施設への立入制限を実施する一連

の放射線管理業務を行うことである。 

また，環境モニタリングの主目的は，原子力発電所施設周辺住民等の健康と

安全を守るため，環境における原子力発電所施設に起因する放射性物質または

放射線による周辺住民等の線量が，年間の線量限度を十分下回っていることお

よび環境における放射性物質の放射能濃度の変動傾向・蓄積状況を確認するこ

とである。 

そのために，空間放射線の測定，環境試料の採取および環境試料中の放射能

測定を原子力発電所の営業運転開始以前から継続して実施している。 

島根原子力発電所では，周辺地域住民の安全を確保することを目的として島

根県，松江市，当社との間で結ばれている「島根原子力発電所周辺地域住民の

安全確保等に関する協定」（以下，「安全協定」という。）に基づき，発電所周

辺の環境モニタリングを実施している。 

 

ここでは，島根原子力発電所１号機の放射線管理を「３．５．１ 放射線管

理」に，環境モニタリングを「３．５．２ 環境モニタリング」において調査

し，評価する。 
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３．５．１ 放射線管理 

３．５．１－１ 放射線管理における現在の保安活動の仕組みについて 

放射線管理の目的を達成するために実施している，現在の保安活動の仕組み

について，その概要を説明する。 

 

Ⅰ．線量低減対策の取り組み 

別添資料３．５－１「線量低減対策の変遷」に示すように，営業運転開始当

初よりプラントメーカや定期事業者検査の作業に携わる協力企業と協力して，

線量低減対策を効果の大小にかかわらず積極的に実施してきた。 

これは，ＡＬＡＲＡの精神を尊重して対応してきたものである。 

また，国内外の線量低減に関する情報交換会（日本原子力学会，原子力発電

プラント水化学に関する国際会議等）に参加することにより，線量低減関係の

情報交換ならびに情報収集に努め，当社の線量低減対策およびその効果につい

て，情報提供を行ってきた。 

現在までに実施してきたこれらの線量低減対策は，大きく分けて作業の自動

化，作業環境の線量当量率低減等に分類できる。 

以下に，主な線量低減対策を示す。 

 

（１）作業の自動化 

定期事業者検査時に行っている作業について，作業時間の短縮，遠隔化等

を目的とした作業の機械化・自動化をすることは，線量低減のために重要な

対策である。 

島根原子力発電所１号機では，別添資料３．５－１「線量低減対策の変遷」

および別添資料３．５－２「線量低減対策－作業の自動化」に示すように，

制御棒駆動機構（以下，「ＣＲＤ」という。）の取り外し・取り付け作業に係

る線量を減らすためのＣＲＤ遠隔交換装置の導入，原子炉ウエル除染作業の

うち，ひな段および壁面除染に係る線量を減らすための原子炉ウエル壁面除

染装置の導入を行っており，また，原子炉圧力容器上蓋の開閉作業に係る線

量を減らすための新型ＲＰＶスタッドテンショナの導入，ＣＲＤ分解点検作

業に係る線量を減らすためのＣＲＤ半自動分解装置を導入，さらに，原子炉

供用期間中検査作業に係る線量を減らすための自動検査装置を導入し，作業

の自動化を図っている。 

なお，これらの自動化機器は，２号機でも採用しており，線量の低減に大

きく寄与している。 
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（２）作業環境の線量当量率低減 

作業を行うエリアの線量当量率を可能な限り低減することも，放射線業務

従事者が受ける線量を低減する上で重要な対策である。 

島根原子力発電所１号機では，別添資料３．５－１「線量低減対策の変遷」

および別添資料３．５－２「線量低減対策－作業環境の線量当量率の低減」

に示すように，放射線源となる原子炉に持ち込まれる金属不純物（クラッド）

の低減や一次系配管の線量当量率低減のための炉水放射能濃度の抑制，放射

線源除去のための化学除染，バルクヘッド除染，トーラス管内の除染等を行

っている。 

また，原子炉格納容器（以下，「ＰＣＶ」という。）内の線量当量率を直接

低減するためのＰＣＶ内本設遮へい体の設置，高線量配管への仮設遮へいの

設置等により，線量当量率の低減を図っている。 

このほか，原子炉浄化系の系統流量を給水流量の７％としていること等も

線量当量率の低減に寄与している。 

 

（３）作業の合理化 

放射線業務従事者が行う作業を合理化し，作業量を低減することについて

も，放射線業務従事者の受ける線量を低減するための重要な対策であると言

える。 

島根原子力発電所１号機では，別添資料３．５－１「線量低減対策の変遷」

に示すように，主蒸気ラインプラグの導入による定期検査工程の短縮，作業

量低減のための点検用恒久架台の設置，作業自体の低減のためのＣＲＤ点検

頻度の見直しおよび長寿命化機器の採用等により作業量の合理化を行い，線

量低減を図っている。 

 

（４）その他 

線量低減に対する意識の高揚を図ることや，きめ細かい放射線管理を行う

ことも線量低減対策の基本として重要である。 

このため，定期検査では，主要な作業件名毎に予想線量を作成し，当社お

よび協力会社の作業管理部門と放射線管理部門で構成する「線量低減連絡

会」を１回／２週間の頻度で開催し，予想線量に対する実績線量の評価を行

うとともに，それぞれの作業に応じた線量低減対策について検討を行い，作

業へのフィードバックを図る等，きめ細かい線量低減対策を実施している。 

これらの対策は，別添資料３．５－３「定期検査期間中の線量状況」に示

すように，島根原子力発電所１号機の放射線業務従事者数については，改良

工事の規模や定期検査期間の長短による変動はあるものの，1,300人～3,000
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人程度で推移しており，これらの放射線業務従事者が受ける平均線量につい

ては，前回までの調査期間では 0.5～3.8mSvであったが，今回の調査期間で

は 0.7～1.7mSvであり，近年は減少傾向にある。 

 

Ⅱ．線量管理の取組み 

線量管理の運用については，島根原子力発電所の放射線業務従事者が受ける

線量をできる限り低くし，線量管理対策の実効性をあげるため，放射線防護に

関する必要な知識，技能を習得させることを目的として，入所時および定期的

な教育を実施している。 

さらに，定期検査前には，所員の放射線業務従事者はもとより，協力会社の

放射線管理責任者等に対し，当該定期検査の線量低減・廃棄物低減の基本方針

および放射線防護上の遵守事項に関する教育を実施することにより，放射線防

護に関する知識および技能を習得し，放射線防護上の遵守事項の周知徹底を図

っている。 

線量管理システムにおいては，別添資料３．５－４「線量管理システムの変

遷」に示すように，個人線量計を着用させ入退域毎の線量管理を警報付個人線

量計（以下，「ＡＰＤ」という。）で，月毎の線量評価をガラスバッジ（以下，

「ＧＢ」という。）で行っている。また，被ばく管理用計算機の導入による線

量管理の厳正化，線量アラーム機能を備えたＡＰＤの採用，放射線業務従事者

数の増加に伴い線量管理に関するデータ処理容量の増強等が必要なことから，

平成 22年度には，被ばく管理システムへの更新を行った。 

管理区域内の放射線環境監視として，別添資料３．５－５「管理区域内放射

線環境監視の変遷」に示すように，放射線業務従事者自ら環境の線量当量率を

把握できるよう，第８回定期検査からデジタル線量当量率表示器を作業場所に

導入するとともに，第 20回定期検査からは，無線式のデジタル線量当量率表

示器も導入し，ＰＣＶの入口等で作業エリアの線量当量率が把握できるよう放

射線監視の強化を図った。 

以上のとおり線量管理の運用，線量管理システム，管理区域内の放射線環境

監視について，改善を実施している。 

なお，個人線量管理において，国際放射線防護委員会の勧告（Pub.60）を取

り入れた平成 13年４月の関係法令の改正に伴い，線量限度等が変更されたた

め，従来の年度単位の線量管理に加え，５年間を一単位とした管理を追加し，

線量限度を守るための厳密な管理を行っている。 



３．５ 放射線管理 
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Ⅲ．作業管理の取り組み 

島根原子力発電所では，作業管理部門および放射線管理部門が，運転中，定

期検査中に限らず，別添資料３．５－６「放射線管理に係る運用管理フロー」

に示すとおり，作業件名ごとに事前の作業計画立案，計画に基づく作業の実施，

実績評価・検討，次回への反映項目の検討のＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ〔計画〕→ 

Ｄｏ〔行動〕→Ｃｈｅｃｋ〔評価・検証〕→Ａｃｔｉｏｎ〔改善〕）サイクル

を有効に運用し，作業を実施する協力会社とともに線量低減に積極的かつ着実

に取り組んでいる。 

放射線管理に係る運用管理フローは，以下のとおりである。 

 （１）放射線管理作業計画立案 

 （２）放射線作業環境の確認 

 （３）実績線量および線量低減効果の評価・検討 

 （４）次回作業への反映 
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３．５．１－２ 放射線管理における保安活動の評価結果 

本節においては，評価対象期間中の放射線管理に係る以下の事項について評

価した結果を示す。 

・自主的改善事項の継続性 

・不適合事象，指摘事項等の改善措置の実施状況，再発の有無 

・運転実績指標のトレンド 

 

Ⅰ．保安活動の仕組みの改善状況 

（１）組織・体制 

①放射線管理に係る組織・体制の改善状況 

放射線管理に係る組織・体制について，継続的に自主的改善活動を行って

おり，主な１件について現在も継続して取り組んでいることを確認した。  

また，不適合事象，指摘事項等における改善状況のうち，組織・体制に係

るものはなかった。 

 

［保安活動における自主的改善事項の活動状況］ 

これまで実施してきた主な自主的改善事項を以下に示す。 

ａ．発電所員一体となった線量低減活動の推進 

島根原子力発電所において，ＳＣＣ対策に伴う水素注入の実施以降，

ＰＣＶ内の線量当量率が大幅に上昇したことから，線量当量率の上昇要

因の評価・分析や線量低減のための課題抽出を行ったうえで，炉水中の

過酸化水素濃度，放射性物質の付着量等の評価，設備運用面および放射

線管理運用面からの検討課題について自主的かつ継続的に検討・実施し，

改善効果を定量的に評価している。 

改善状況としては，化学除染実施範囲の拡大，原子炉再循環系配管へ

の放射性物質の付着抑制対策の有効性評価等を実施している。 

 

②放射線管理に係る組織・体制の評価結果 

放射線管理に係る組織・体制について継続的に自主的改善活動を行ってい

ることを確認した。 

また，不適合事象，指摘事項等における改善状況のうち，評価対象となる

ものはなく，課長以下，役割に応じた知識・技能を有する課員を配置してお

り，放射線管理を確実にできる組織であると判断した。 
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（２）社内マニュアル 

①放射線管理に係る社内マニュアルの改善状況 

放射線管理に係る社内マニュアルについて，自主的改善活動を継続的に行

っており，主な１件について現在も継続して取り組んでいることを確認した。 

また，不適合事象，指摘事項等における改善状況のうち，社内マニュアル

に係るものは以下のとおりであり，改善していないもの（実施中）が１件あ

った。 

（資料３．５－１「保安活動改善状況一覧表（放射線管理）」参照） 

なお，マニュアル類の改正状況については，ＱＭＳ高度化（平成 20年２

月）以降について調査した。 

 

［保安活動における自主的改善事項の活動状況］ 

これまで実施してきた主な自主的改善事項を以下に示す。 

ａ．社内マニュアルをより使いやすくするための自主的改善活動 

島根原子力発電所において，放射線管理部門が管理している社内マニ

ュアルのうち「放射線管理要領（二次文書）」，「放射線管理手順書（三

次文書）」について，管理区域への立入許可に係る詳細手順の文書構成

を「放射線管理要領（二次文書）」から「放射線管理手順書（三次文書）」

へ移行するなど，利用者の視点に立った分かりやすい社内マニュアルと

なるような改善活動を自主的かつ継続的に検討・実施している。 

 

［不適合事象，指摘事項等における改善状況］ 

主な改善状況を以下に示す。 

ａ．エリアモニタ記録計の不調による線量当量率の欠測 

管理区域内の線量当量率について，中央制御室に設置したエリアモニ

タ記録計の指示値を日々読み取り，線量当量率測定記録に記録する手順

としていたが，平成 18年７月，当該記録計の故障により指示値を読み

取ることができないという事象が発生した。この時，社内マニュアル等

に当該記録計が故障したときの手順を定めていなかったことから「放射

線管理手順書（三次文書）」で要求する線量当量率測定記録の作成がで

きなかった。 

この事象を踏まえ，是正処置として当該記録計故障時の線量当量率評

価手順を「放射線管理手順書（三次文書）」に明記し，その手順を明確

にした。 

（資料３．５－１「保安活動改善状況一覧表（放射線管理）」No.１参照） 
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ｂ．燃料プール冷却系ろ過脱塩器点検工事におけるＡＰＤ・ＧＢ未着用作業 

（実施中） 

平成 22年２月，協力会社の放射線業務従事者が汚染区域内への立ち

入りのため更衣エリアで汚染区域用の防護服に着替える際，個人線量計

を汚染区域入口に置き忘れ，個人線量計を着用しないで汚染区域内で作

業したという事象が発生した。 

管理区域への入退域手順等を含め放射線管理上の遵守事項は社内マ

ニュアルである「放射線管理要領（二次文書）」および「放射線管理手

順書（三次文書）」に定めているが，この事象を踏まえ，汚染区域に入

域する直前にも個人線量計の着用確認を行う旨，「放射線管理手順書（三

次文書）」に明記するとともに，関係箇所に周知した。 

また，物理的な解決法としてＡＰＤ・ＧＢを収納できるポケット付下

着を使用することは，予防処置として効果があることから平成 25年４

月 15日から当該下着を約４万着配備・着用する運用を開始した。 

（資料３．５－１「保安活動改善状況一覧表（放射線管理）」No.２参照） 

 

ｃ．飛び地管理区域におけるＡＰＤ未着用について 

平成 22年５月，当所の放射線業務従事者が作業により飛び地管理区

域である補助サージタンク室に入室する際，ＡＰＤを着用しないで入域

したという事象が発生した。 

飛び地管理区域への入退域手順等を含め放射線管理上の遵守事項は

社内マニュアルである「放射線管理要領（二次文書）」および「放射線

管理手順書（三次文書）」に定めているが，この事象を踏まえ，飛び地

管理区域境界扉の鍵を貸し出す際に放射線管理員等が放射線業務従事

者のＡＰＤ・ＧＢの着用確認を行う運用に見直すとともに，その旨，「放

射線管理手順書（三次文書）」に明記し，関係者に周知した。 

また，関係者に対し，チェックポイント以外の管理区域出入口からの

出入り手順について再教育を行った。 

（資料３．５－１「保安活動改善状況一覧表（放射線管理）」No.３参照） 

 

 

 

 

 

 

 



３．５ 放射線管理 

３．５－９ 

ｄ．管理区域入域時のＡＰＤの確認もれについて（３号機） 

平成 23年８月，協力会社の放射線業務従事者が３号機原子炉建物５

階の管理区域に入域した際，チェックポイント監視員が放射線業務従事

者のＡＰＤの着用確認をせずに，管理区域に入域させるという事象が発

生した。なお，当該チェックポイントは，３号機建設期間中ということ

から暫定運用として管理区域情報登録装置（以下「ＡＩＤ」という。），

入域ゲート（以下「ＡＣＧ」という。）を設置せず，監視員によるＡＰ

Ｄ・ＧＢの着用確認により管理区域への入域を許可する運用としていた。 

管理区域への入退域手順等を含め放射線管理上の遵守事項は社内マ

ニュアルである「放射線管理要領（二次文書）」および「放射線管理手

順書（三次文書）」に定めているが，この事象を踏まえ，原子炉建物５

階のチェックポイントにＡＰＤ，ＡＰＤ充電器，ＡＩＤ，ＡＣＧを設置

するとともに，放射線管理上の監視員を専属で配備することとした。ま

た，チェックポイント監視員に監視手順を再周知するとともに，放射線

業務従事者に当該事象および原子炉建物５階の管理区域への入域手順

を再周知した。 

（資料３．５－１「保安活動改善状況一覧表（放射線管理）」No.４参照） 

 

②放射線管理に係る社内マニュアルの評価結果 

放射線管理に係る社内マニュアルについて，継続的に自主的改善活動を行

っていることを確認した。 

また，不適合事象，指摘事項等における改善状況のうち，「改善中のもの」

が１件あったが，適切な予防処置策が策定され，同計画に基づき処置を実施

中であることから，追加措置は不要と判断した。 

（資料３．５－１１「改善状況の考察および追加措置（放射線管理－１）」

参照） 

社内マニュアルにおいては，放射線管理を的確に実施するための具体的な

管理方法等を記載しており，これに基づきその業務を実施していると判断し

た。 

 

 

 

 

 

 

 



３．５ 放射線管理 

３．５－１０ 

（３）教育・訓練 

①放射線管理に係る教育・訓練の改善状況 

放射線管理に係る教育・訓練について，継続的に自主的改善活動を行って

おり，主な３件について現在も継続して取り組んでいることを確認した。 

また，不適合事象，指摘事項等における改善状況のうち，教育・訓練に係

るものはなかった。 

 

［保安活動における自主的改善事項の活動状況］ 

これまで実施してきた主な自主的改善事項を以下に示す。 

ａ．入所時の放射線管理教育 

管理区域内で業務を行う者全員に対し，放射線防護に必要な知識，技

能を修得させるための入所時教育等を実施しており，これを継続してい

ることを確認した。 

 

ｂ．定期検査時の放射線管理計画の周知 

定期検査開始前に，社員，協力会社の放射線管理責任者，放射線管理

員および作業責任者に対し，当該定期検査中の線量低減・廃棄物低減の

基本方針，線量計画値，線量低減対策，放射線防護上の遵守事項等につ

いて教育を実施しており，これを継続していることを確認した。 

 

ｃ．管理区域出入管理設備更新時の操作方法等実習訓練 

管理区域出入管理設備は，平成 22年 10月に更新しているが，新しい

設備においても適切な管理区域への入域および退域を継続して行うた

め，放射線業務従事者を対象に，集合教育および実機を用いた操作説明

を数回にわたり実施している。 

なお，当該教育の内容は，放射線業務従事者指定前の入所時教育でも

行っており，当該教育が継続して行っていることを確認した。 

 

②放射線管理に係る教育・訓練の評価結果 

放射線管理に係る教育・訓練について，継続的に自主的改善活動を行って

いることを確認した。 

また，不適合事象，指摘事項等における改善状況のうち，評価対象となる

ものはなく，島根原子力発電所 教育訓練手順書等に基づき適切に実施して

いると判断した。 
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３．５－１１ 

Ⅱ．設備の改善状況 

（１）放射線管理に係る設備の改善状況 

放射線管理に係る設備について，継続的に自主的改善活動を行っており，

主な２件について現在も継続して取り組んでいることを確認した。 

また，不適合事象，指摘事項等における改善状況のうち，放射線管理設備

に係るものはなかった。 

 

［保安活動における自主的改善事項の活動状況］ 

これまで実施してきた主な自主的改善事項を以下に示す。 

ａ．線量管理システムによる管理の充実に向けた取り組み 

線量管理システムは，別添資料３．５－４「線量管理システムの変遷」

に示すとおり，営業運転開始当初より線量集計・強化の厳正化を図ると

ともに管理の充実を図っている。中でも個人線量計は小型軽量化により

放射線業務従事者の負荷軽減を図るとともに，γ線，β線，中性子線の

測定が可能な線量計を採用することで管理の強化を図っている。 

また，個人線量計と線量管理システムとのデータ通信は，赤外線また

は無線方式を採用しており，入域・退域時の操作の簡略化，操作時間の

短縮等を図っている。 

 

ｂ．無線式ＡＰＤシステムの採用 

平成 17年度（第 25回定期検査時）より，無線式ＡＰＤシステムを採

用し，ＰＣＶ内等雰囲気線量当量率が高いエリアで作業を実施する放射

線業務従事者の線量を放射線管理員が遠隔確認･監視することにより，

放射線業務従事者の過剰被ばくの防止を図るとともに，放射線管理員の

被ばく低減を図っている。 

 

（２）放射線管理に係る設備の評価結果 

放射線管理に係る設備ついて，継続的に自主的改善活動を行っていること

を確認した。 

また，不適合事象，指摘事項等における改善状況のうち，放射線管理に係

る設備について評価対象となるものはなく，放射線業務従事者への負荷軽減

のための適切な対応が継続していることを確認した。 
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３．５－１２ 

Ⅲ．運転実績指標のトレンド 

原子力発電所において放射線業務従事者の線量は，定期検査期間中によるも 

のが大半を占める。これまでの線量低減対策（作業の自動化，作業環境の線量

当量率低減，作業の合理化等）による効果を定期検査期間中の線量推移，主要

作業件名別の線量の推移，主要箇所の線量当量率の推移にて評価した。 

 

（１）定期検査期間中の線量推移 

定期検査期間中の線量を資料３．５－２「定期検査期間中の総線量の推移」

に示す。 

今回の調査期間である平成 15年度（第 24回定期検査）から平成 23年度

（第 28回定期検査）のうち放射線業務従事者が受けた線量が最も高かった

のは平成 19から 20年度にかけて実施した第 27回定期検査であり，次いで

平成 17年度に実施した第 25回定期検査であった。 

これは，大規模な改良工事が実施されたことによるものであり，第 27回

定期検査では，原子炉圧力容器水没弁点検工事，支持構造物修理工事が実施

されたこと。 

また，第 25回定期検査では，原子炉再循環系配管他点検工事，原子炉再

循環系配管他修理工事が実施されたことが線量増加の要因である。 

 

（２）定期検査のうち主要作業別の線量 

資料３．５－３「主要作業件名別線量の推移」に示すとおり，主要な定期

検査のうち，原子炉供用期間中検査関連作業および原子炉再循環系関連作業

については，作業環境の相違，検査・点検場所および工数の相違により総線

量に差が生じている。なお，制御棒駆動機構関連作業については，作業環境，

検査・点検場所および数量がほぼ同等であることから，定期検査ごとの総線

量に大きな差はない。 

以上のことから線量の増減に起因するのは，作業量および作業環境の違い

による線量当量率の相違によるものであり，定期検査ごとに総線量が変動す

ると評価できる。 

これら主要作業においては，作業状況に応じて「３．５．１－１ 放射線

管理における現在の保安活動の仕組みについて」の「Ⅰ．線量低減対策の取

り組み」にある線量低減対策が実施されていることを確認した。 
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３．５－１３ 

（３）定期検査時に測定した主要箇所の線量当量率の推移 

資料３．５－４－１「再循環系配管表面線量当量率の経年変化」および資

料３．５－４－２「作業環境の線量当量率の推移」に示すとおり，平成 15

年度（第 24回定期検査）以降は，第 22回定期検査時に実施したシュラウド

他炉内構造物の取り替えによるクロムの初期溶出により配管内表面の酸化

被膜が従来と比べ多く生成された。さらに，断続的な水素注入・停止による

不均等なクロムの溶出の影響で配管内表面の酸化被膜の凸凹ができ，配管へ

の放射性物質の付着量が増えたことにより線量当量率は上昇傾向にある。 

 

Ⅳ．総合評価 

（１）改善活動の評価 

放射線管理における保安活動の仕組み（組織・体制，社内マニュアル，教

育・訓練）および放射線管理に係る設備について，保安活動における自主的

改善活動および不適合事象，指摘事項等における改善活動を適切に実施して

きており，改善する仕組みが機能していることを確認した。 

 

（２）運転実績指標のトレンド 

放射線管理に係る運転実績指標のトレンドにより評価した結果，線量低減

対策が実施されていることを確認した。 

また，主要箇所の線量当量率の推移も問題ない範囲であると判断した。 

 

以上のことから，島根原子力発電所１号機での放射線管理は，線量低減改善

活動を合理的に達成可能な限り推進していることから適切に機能していると

判断した。 

 

Ⅴ．今後の取り組み 

今後ともＡＬＡＲＡの精神に則り線量低減に努めるとともに，従来から実施

している機械化・自動化，放射線源そのものの除去（機械除染，化学除染等）

および線源となる不純物の持ち込み抑制等の対策を継続するとともに，配管内

表面を皮膜でコーティングすることにより放射性物質の付着を抑え，線量当量率

を抑制する技術の採用等，新たな線量低減対策を立案していくこととする。 

 



３．５ 放射線管理 

３．５－１４ 

３．５．２ 環境モニタリング 

３．５．２－１ 環境モニタリングにおける現在の保安活動の仕組みについて 

本節においては，環境モニタリングの目的を達成するために実施している現

在の保安活動の仕組みについて，その概要を説明する。 

 

Ⅰ．環境モニタリングの業務概要 

島根原子力発電所では，発電所周辺地域住民の安全を確保するため，島根県，

松江市，当社との間で結ばれている「安全協定」に基づき発電所周辺の環境モ

ニタリングを実施している。 

 

（１）測定計画の策定 

島根原子力発電所周辺の環境モニタリングの測定は，「安全協定」に基づ

き設置された島根県，松江市，当社で構成されている「島根原子力発電所周

辺環境放射線等測定技術会（以下，「技術会」という。）」で定めた「島根原

子力発電所周辺環境放射線測定計画」および「環境放射線モニタリング指針

（以下，「モニタリング指針」という。）に沿って，測定試料，測定項目・頻

度，測定地点，測定方法等を定めた年間計画および当社が自主的に実施して

いる環境試料中の放射能測定計画を作成する。 

 

（２）試料の採取・測定 

「安全協定」に基づき定めた「島根原子力発電所周辺環境放射線測定計画」

および「モニタリング指針」ならびに「文部科学省放射能測定シリーズ」に

沿った試料の採取・測定を行っている。 

 

（３）データの評価 

島根原子力発電所周辺の環境モニタリングの測定結果は，「技術会」にお

いて，島根県の測定結果と合わせて評価を行っている。 

 

（４）モニタリングの質の評価 

「モニタリング指針」に基づきモニタリングの質の評価を行うため，「島

根県保健環境科学研究所 原子力環境センター」とのクロスチェック（比較

分析）を行っている。 
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３．５－１５ 

（５）公表 

環境モニタリングの測定結果は，島根県のホームページ等において公表さ

れている。 

また，当社ホームページにおいても公開している。 

 

３．５．２－２ 環境モニタリングにおける保安活動の評価結果 

本節においては，評価対象期間中の環境モニタリングに係る以下の事項につ 

いて評価した結果を示す。 

・自主的改善事項の継続性 

・不適合事象，指摘事項等の改善措置の実施状況，再発の有無 

・運転実績指標のトレンド 

 

Ⅰ．保安活動の仕組みの改善状況 

（１）組織・体制 

①環境モニタリングに係る組織・体制の改善状況 

組織・体制に係る自主的改善活動で評価対象となるものはなかった。 

また，不適合事象，指摘事項等における改善状況のうち，組織・体制に係

るものはなかった。 

 

②環境モニタリングに係る組織・体制の評価結果 

組織・体制については，課長以下各役割に応じた知識・技能を有する課員

を配置していることから，測定計画の策定から公表まで確実にできる組織で

あると判断した。 

 

（２）社内マニュアル 

①環境モニタリングに係る社内マニュアルの改善状況 

社内マニュアルに係る自主的改善活動で評価対象となるものはなかった。 

また，不適合事象，指摘事項等における改善状況のうち，社内マニュアル

に係るものはなかった。 

 

②環境モニタリングに係る社内マニュアルの評価結果 

社内マニュアルについては，計画の策定から公表までの業務が的確に実施

できるよう具体的な管理方法等を記載した各種社内マニュアルを整備して

おり，これに基づきその業務を的確に実施していると判断した。 
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３．５－１６ 

（３）教育・訓練 

①環境モニタリングに係る教育・訓練の改善状況 

教育・訓練に係る自主的改善活動で評価対象となるものはなかった。 

また，不適合事象，指摘事項等における改善状況のうち，教育・訓練に係

るものはなかった。 

 

②環境モニタリングに係る教育・訓練の評価結果 

教育・訓練については，社内マニュアルに基づき実施した教育・訓練を通

じて適切に実施していると判断した。 

 

Ⅱ．設備の改善状況 

（１）環境モニタリングに係る設備の改善状況 

設備に係る自主的改善活動を行っており，主な１件について現在も継続し

て取り組まれていることを確認した。 

また，不適合事象，指摘事項等における改善状況のうち，設備に係るもの

はなかった。 

 

［保安活動における自主的改善事項の活動状況］ 

これまで実施してきた主な自主的改善事項を以下に示す。 

①環境モニタリング測定データの当社ホームページ公開 

島根原子力発電所情報公開の一環として，当社ホームページで周辺監視区

域境界付近モニタリングポスト，排気筒モニタ，放水路水モニタ等の測定デ

ータを平成 12年 12月から公表開始した。 

この結果，環境モニタリング測定データを公表することで，発電所情報公

開に寄与できた。 

 

（２）環境モニタリングに係る設備の評価結果 

設備に係る自主的改善活動を行っており，現在も継続されていることを確

認した。 

設備については，測定機器の定期的な点検や改善を行っていることから，

適切な対応が図られていると判断した。 
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Ⅲ．運転実績指標のトレンド 

（１）調査方法 

「安全協定」に基づき，また「モニタリング指針」に沿って，環境試料，

測定項目・頻度，測定の地点，測定方法等を定めた「島根原子力発電所周辺

環境放射線等測定計画」に則り，当社が実施している環境試料中の放射能測

定結果のうち，過去の核実験の影響等により，現在も多くの環境試料で検出

されており，かつ半減期（放射能の強さが半分となる期間）が比較的長く，

放射能水準の変動傾向および蓄積状況の把握に適した長寿命核種であるセ

シウム 137（半減期：約 30年）を選定し，その環境試料中の放射能濃度の

推移について調査する。 

これ以外の核種としては，コバルト 58（半減期：約 71日）等が検出され

ていたが，半減期が比較的短く，多くは一過性または一時的に検出されたも

のであり，その放射能濃度も天然放射性核種のレベルと比べ無視し得るほど

低く，環境安全上問題となるものではないため対象外とした。 

なお，大気浮遊塵については，島根県とのクロスチェック（比較分析）を

行っている項目であり，継続的に監視している指標生物1（松葉）を放射性

気体廃棄物のトレンドとして選定，評価する。 

 

①放射性気体廃棄物による影響評価 

年度毎の植物中のセシウム 137の放射能レベルの変動状況および陸土中

のセシウム 137の蓄積実績の推移を調査する。 

 

②放射性液体廃棄物による影響評価 

年度毎の海水および海洋生物中のセシウム 137の放射能レベルの変動状

況の推移を調査する。（海洋生物としては，放射性物質を蓄積しやすく指標

生物の，ホンダワラ（海藻）を選定） 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1指標生物：通常食用に供されないか，あるいは食物連鎖へのつながりが少ないと考えられる生
物であっても，放射性物質を著しく濃縮するいわゆる指標生物が知られており，海洋ではイガ

イ類，陸上では松葉などをいう。  
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（２）調査・評価結果 

①放射性気体廃棄物による影響評価 

ａ．植物（松葉） 

島根原子力発電所では，昭和 47年から松葉（指標生物）の放射能濃

度（全β）の測定を開始し，昭和 50年から核種濃度の測定を開始して

いる。測定にあたってはゲルマニウム半導体検出器を用いて定期的（１

回／年）に採取した松葉の核種濃度を分析している。 

なお，試料採取地点については，資料３．５－５「環境試料の採取地

点」に示す。 

測定開始前からの過去の核実験（資料３．５－６「大気圏内核爆発実

験等の実績」）および福島第一原子力発電所における事故の影響による

セシウム 137の放射能レベルのわずかな上昇が見られた。 

松葉の測定結果については，資料３．５－７「環境試料中のセシウム

137濃度の推移：松葉」に示すように，昭和 55年 10月の第 22回を最

後に中国の核実験が停止した後は，低い値で推移している。その後，旧

ソ連チェルノブイリ発電所４号機事故後の昭和 61年 10月に，セシウム

137が測定開始以来最大の値 3.5Bq/kg生2が検出され，その後，これに

よる影響も見られなくなっていたが，福島第一原子力発電所における事

故後の平成 23年 10月に 0.3Bq/kg生が検出された。 

また，文部科学省が実施している環境放射能水準調査で報告されてい

る日本各地の農産物（茶）〔松葉の測定データなし〕のセシウム 137放

射能レベルは，0.0008～0.17Bq/kg乾物3（平成 20年度調査結果（日本

分析センター年報）：平成 25年１月末時点で公表されている最新デー

タ）であり，島根原子力発電所の松葉の測定結果については，これと同

程度である。 

 

ｂ．陸土 

島根原子力発電所では，昭和 47年から陸土の放射能濃度（全β）の

測定を開始し，昭和 50年から核種濃度の測定を開始している。測定に

あたってはゲルマニウム半導体検出器を用い定期的（１回／年）に採取

し乾燥させた陸土の核種濃度を分析している。 

なお，試料採取地点については，資料３．５－５「環境試料の採取地

点」に示す。 

 

                                                   
2 Bq/kg生とは，生の試料１kgあたりの放射能を示す。 
3 Bq/kg乾物とは，乾燥させた試料１kgあたりの放射能を示す。 
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陸土の測定結果については，資料３．５－８「環境試料中のセシウム

137濃度の推移：陸土」に示すように，過去の核実験等の影響により，

約 10～130Bq/kg乾土4程度で推移している。 

その後，昭和 61年の旧ソ連チェルノブイリ発電所４号機事故による

影響以降，徐々に測定値が下がり約 10Bq/kg乾土程度となり，その後は

同レベルにて推移している。 

また，文部科学省が実施している環境放射能水準調査で報告されてい

る日本各地の陸土のセシウム 137放射能レベルは，0.12～60Bq/kg乾土

（平成 20年度調査結果（日本分析センター年報）：平成 25年１月末時

点で公表されている最新データ）であり，島根原子力発電所の測定結果

については，これと同程度である。 

 

②放射性液体廃棄物による影響評価 

ａ．海水 

島根原子力発電所では，昭和 47年から海水の放射能濃度（全β）の

測定を開始し，昭和 50年から核種濃度の測定を開始している。 

測定にあたってはゲルマニウム半導体検出器を用い定期的（１号機放 

水口：２回／年，２号機放水口付近：１回／年）に採取した海水の核種

濃度を分析している。試料採取地点については，資料３．５－５「環境

試料の採取地点」に示す。 

海水の測定結果については，資料３．５－９「環境試料中のセシウム

137濃度の推移：海水」に示すように,過去の核実験等の影響により約

１～７mBq/l程度で推移し，傾向として徐々に下降傾向にある。これは，

核実験停止以後，半減期（約 30年）による減衰および希釈影響による

ものと推察される。 

また，文部科学省が実施している環境放射能水準調査で報告されてい

る日本各地の海水のセシウム 137放射能レベルは，0.02～2.2mBq/l（平

成 20年度調査結果（日本分析センター年報）：平成 25年１月末時点で

公表されている最新データ）であり，島根原子力発電所の測定結果につ

いては，これと同程度である。 

 

ｂ．海洋生物（ホンダワラ類） 

島根原子力発電所では，昭和 47年から，ホンダワラ類（指標生物）

の放射能濃度（全β）の測定を開始し，昭和 50年から核種濃度の測定

                                                   
4 Bq/kg乾土とは，乾燥させた試料（土）１kgあたりの放射能を示す。 
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を開始している。 

測定にあたってはゲルマニウム半導体検出器を用い定期的（１回／

年）に採取したホンダワラ類の核種濃度を分析している。 

なお，試料採取地点については，資料３．５－５「環境試料の採取地

点」に示す。 

海洋生物（ホンダワラ類）の測定結果については，資料３．５－１０

「環境試料中のセシウム 137濃度の推移：海洋生物（ホンダワラ類）」

に示すように，過去の核実験等の影響により，平成４，５年度にセシウ

ム 137が 0.09～0.14Bq/kg生（検出限界付近の値）が検出されたが，そ

れ以降平成 23年度現在まで検出されていない。 

また，文部科学省が実施している環境放射能水準調査で報告されてい

る日本各地の海産生物（藻類）の放射能レベルは，0.0008～0.063Bq/kg

生（平成 20年度調査結果（日本分析センター年報）：平成 25年１月末

時点で公表されている最新データ）であり，島根原子力発電所の測定結

果については，これと同程度である。 

 

Ⅳ．総合評価 

（１）改善活動の評価結果 

環境モニタリングにおける保安活動の仕組み（組織・体制，社内マニュア

ル，教育・訓練）および環境モニタリングに係る設備について，保安活動に

おける自主的改善活動および不適合事象，指摘事項等における改善活動を適

切に実施してきており，改善する仕組みが機能していることを確認した。 

 

（２）運転実績指標のトレンド 

環境モニタリングに係る運転実績指標のトレンドについて，島根原子力発

電所周辺の植物（松葉），陸土，海水および海洋生物（ホンダワラ類）から

検出されたセシウム 137については，その放射能濃度の変動傾向および蓄積

状況から，過去に行われた核実験の影響および旧ソ連チェルノブイリ発電所

４号機事故の影響によるものと評価される。 

なお，平成 23年度に植物（松葉）から検出されたセシウム 137について

は，検出時の排気筒モニタ等の各種放射線モニタ監視状況から，福島第一原

子力発電所における事故の影響によるものと評価される。 

また，「モニタリング指針」で定められ，今回の調査試料である植物（松

葉），陸土，海水，海洋生物（ホンダワラ類）およびその他の環境試料につ

いて，一部の試料からセシウム 137以外の人工放射性核種が検出されたが，

過去の核実験等の影響によるものと評価している。 
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一方，データの信頼性については，地方自治体の実施する環境モニタリン

グ結果と比較し，差が少ないこと，さらに，昭和 56年度より「島根県保健

環境科学研究所 原子力環境センター」とのクロスチェック（同一サンプル

で比較分析）を実施し，同様な結果が得られていること等により，十分確保

されているものと考えている。 

以上のとおり，島根原子力発電所における環境モニタリング結果から，検

出されているものは，過去の核実験等によるもので，島根原子力発電所の影

響によるものではないと判断している。 

さらに，島根原子力発電所周辺の環境モニタリングの測定結果は，｢安全

協定｣に基づき設置された島根県，松江市，当社で構成される「技術会」に

おいて，従来の調査結果と比較して特異な傾向はなく，島根原子力発電所か

ら環境への影響はないと認められ，環境安全評価上問題となるものはないと

評価されている。 

なお，環境モニタリングの測定結果は，島根県のホームページにおいて公

開されている。 

また，当社ホームページにおいても公開するなど広く周知されている。 

 

  以上のことから，環境モニタリングについては，環境における島根原子力発 

電所施設からの影響に起因する放射性物質または放射線による周辺住民等の

線量が，年間線量限度を十分下回っていることおよび環境における放射性物質

の放射能濃度の変動傾向・蓄積状況を確認することを達成していると判断した。 

 なお，平成 23年３月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力

福島第一原子力発電所事故の影響を把握するため，平成 23年３月 15日から平

成 24年９月 30日まで島根原子力発電所周辺監視区域境界付近モニタリングポ

ストの監視等，環境モニタリングを強化した。 

 この結果，モニタリングポスト（No.３）付近の大気等から，ごく微量の放

射性物質5（４月５日よう素 131：0.0095Bq/m３，４月８日セシウム 137： 

0.0017Bq/m３，セシウム 134：0.0018Bq/m３）を検出したが，検出の都度排気筒

モニタ等の各種放射線モニタの値に有意な変化のないことを確認し，福島第一

原子力発電所事故の影響によるものと評価し，「技術会」においても同様に評

価されている。 

 

 

                                                   
5ごく微量の放射性物質とは，原子力発電所周辺監視区域外の空気中における放射性物質の濃度

限度について，よう素 131 は５Bq/ ，セシウム 134 は 20Bq/ ，セシウム 137 は 30Bq/ と原

子炉等規制法に基づく基準で定められている。 
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Ⅴ．今後の取り組み 

環境モニタリングについては，測定技術の維持管理に努めるとともに，周辺

住民等の線量の評価および環境における蓄積状況の把握の観点から，放射能監

視を継続し，島根原子力発電所からの影響について注意深く調査・評価を実施

していく。 
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資料３．５－１ 保安活動改善状況一覧表（放射線管理） 

 

No 年月 
内部評価 

外部評価 
指摘等の内容 分類 実施状況 

再発の

有無 
備 考 

１ H18.７ 是正処置 
エリアモニタ記録計の不調による線量

当量率の欠測 

社内 

マニュ

アル 

○ ○  

２ H22.２ 予防処置 
燃料プール冷却系ろ過脱塩器点検工事

におけるＡＰＤ・ＧＢ未着用作業 

社内 

マニュ

アル 

△ － 

資料３．

５－11 

改善状況

の考察お

よび追加

措置 

(放射線

管理-１) 

３ H22.５ 是正処置 
飛び地管理区域におけるＡＰＤ未着用

について 

社内 

マニュ

アル 

○ ○  

４ H23.８ 是正処置 
管理区域入域時のＡＰＤの確認もれに

ついて（３号機） 

社内 

マニュ

アル 

○ ○  

 

分類   ； 組織・体制／社内マニュアル／教育・訓練／設備 

実施状況 ； ○：実施済み △：計画済みまたは実施中 ×：未実施 －：実施の必要なし 

再発の有無； ○：再発していない ×：再発している －：対象外 
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３．５－２６
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年
　
度

Ｅ Ｆ Ｐ Ｙ

線
量
当
量
率

Ｅ
Ｆ
Ｐ
Ｙ

（
年
）

(m
S
v/
h
)

今
回
調
査
期
間

前
回
調
査
期
間

※
３
　
第
27
回
定
検
時
に
実
施
し
た
化
学
除
染

に
よ
る
線
量
当
量
率
の
下
降

※
 １

※
 ２

※
 ３

※
１
　
第
24
回
定
検
で
実
施
し
た
化
学
除
染
後
に
生
成
し
た
酸
化
皮
膜
の
保
護
性
が
低
く
，

コ
バ
ル
ト
60
イ
オ
ン
の
付
着
量
が
増
加
し
線
量
当
量
率
が
上
昇
し
た
。

※
２
　
27
サ
イ
ク
ル
か
ら
導
入
し
た
実
効
水
素
濃
度
管
理
に
よ
り
，
炉
内
の
腐
食
電
位
が
下
が
っ
た
た
め
，
コ

バ
ル
ト
60
イ
オ
ン
の
付
着
量
が
増
加
し
線
量
当
量
率
が
上
昇
し
た
。



※
１
　
第
25
回
定
検
は
，
第
24
サ
イ
ク
ル
か
ら
水
素
注
入
の
管
理
方
法
を
変
更
（給
水
濃
度
→
実
効
水
素
濃
度
管
理
）し
た
こ
と
に
よ
り
線
量
当
量
率
が
上
昇
し
た
。

※
２
　
第
26
回
定
検
は
，
第
2
5回
定
検
に
お
い
て
化
学
除
染
を
行
っ
た
た
め
線
量
当
量
率
が
下
降
し
た
。

※
３
　
第
28
回
定
検
は
，
第
2
7回
定
検
に
お
い
て
化
学
除
染
を
行
っ
た
た
め
線
量
当
量
率
が
下
降
し
た
。

資
料
３
．
５
－
４
－
２
　
作
業
環
境
の
線
量
当
量
率
の
推
移

３．５ 放射線管理
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蒸
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付
近
（
C
-
M
S管
）

(m
S
v/
h)

今
回
調
査
期
間

前
回
調
査
期
間

年
　
度

※
 １

※
 ２

※
 ３



３．５ 放射線管理 
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３．５ 放射線管理 

３．５－２９ 

資料３．５－６ 大気圏内核爆発実験等の実績 

 

 

 

実 施 期 間 

 

国  名 核爆発実験の回数 

昭和 20年 ～ 昭和 37年 米 国 197 

昭和 24年 ～ 昭和 37年 旧ソ連 219 

昭和 27年 ～ 昭和 33年 英 国 21 

昭和 35年 ～ 昭和 49年 フランス 45 

昭和 39年 ～ 昭和 55年 中 国 22 

昭和 61年４月 26日 旧ソ連チェルノブイリ発電所４号機事故 

 
出典：UNSCEAR 2000 REPORT (国連放射線影響科学委員会 2000 年報告書） 

 



３．５ 放射線管理 

３．５－３０ 

資料３．５－７ 環境試料中のセシウム 137濃度の推移 ： 松 葉 

 

松葉（セシウム 137） 

〔Bq/kg生〕

0

5

10

S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22

一矢

年度

  ・Ｘ軸上の０のデータは，検出限界未満を示す。 

・昭和 61年度の上昇は，旧ソ連チェルノブイリ発電所４号機事故により検出

されたもの。 

・平成 23年度の上昇は，福島第一原子力発電所における事故の影響によるも

のと推測される。 

・営業運転開始 

１号機 昭和 49年３月 

２号機 平成元年２月 

 



３．５ 放射線管理 

３．５－３１ 

資料３．５－８ 環境試料中のセシウム 137濃度の推移 ： 陸 土 

 

陸土（セシウム 137） 

〔Bq/kg乾土〕

0

100

200

300

400

S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22

佐陀宮内

年度

・Ｘ軸上の０のデータは，検出限界未満を示す。 

・昭和 56～62年度の上昇は，大気圏内核爆発実験および旧ソ連チェルノブイ

リ発電所４号機事故により検出されたもの。 

・営業運転開始 

１号機 昭和 49年３月 

２号機 平成元年２月 

 

 

 

 

 

 



３．５ 放射線管理 

３．５－３２ 

資料３．５－９ 環境試料中のセシウム 137濃度の推移 ：海 水 

 

海水（セシウム 137） 

0
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15

S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22
年度

〔mBq/L〕

１号放水口

２号放水口付近 ※１

３号放水口付近 ※２

※１：平成 18年度までは「２号機放水口」，平成 19，20年度は「２号

機新放水口付近」，平成 21年度以降は「２号機放水口付近」で採取。 

※２：平成 21年度より採取地点を追加。 

  ・Ｘ軸上の０のデータは，検出限界未満を示す。 

・濃度が下降傾向にあるのは，大気圏内核爆発実験停止以後半減期（約 30年）

による減衰および希釈影響によるものと推察。 

・営業運転開始 

１号機 昭和 49年３月 

２号機 平成元年２月 



３．５ 放射線管理 

３．５－３３ 

資料３．５－１０ 環境試料中のセシウム 137濃度の推移  

： 海洋生物（ホンダワラ類） 

 

海洋生物（ホンダワラ類）（セシウム 137） 

0

2
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6
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S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63 H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22

年度

〔Bq/Kg〕

１号機放水口湾付近

宮崎鼻付近

  ・Ｘ軸上の０のデータは，検出限界未満を示す。 

・平成４，５年度にセシウムが検出されているが，これは検出限界付近の値。 

・営業運転開始 

１号機 昭和 49年３月 

２号機 平成元年２月 



３．５ 放射線管理 

３．５－３４ 

資料３．５－１１ 改善状況の考察および追加措置 

（放射線管理－１） 

 

 

１． 管理番号：放射線管理－１ 

 

２． 「保安活動改善状況一覧表（放射線管理）」の通し番号：No.２ 

 

３． 評価項目：（予防処置） 

 

４． 指摘等の内容 

Ｃ装備着用後，ＡＰＤ・ＧＢが胸ポケットへ入っていることの再確認する旨を放射

線管理仕様書へ記載し，教育により放射線業務従事者への意識付けを行うことや，物

理的な解決法としてＡＰＤ・ＧＢを収納できるポケット付下着を配備することは，予

防処置として効果がある。 

 

５． 改善内容 

ＡＰＤ・ＧＢを収納できるポケット付下着の配備を行う。 

 

６． 現在の改善状況に対する考察 

・Ｃ装備着用後，ＡＰＤ・ＧＢが胸ポケットへ入っていることを再確認する旨を放射

線管理仕様書へ記載した（H22.４.１実施）。 

・Ｃ装備着用後，ＡＰＤ・ＧＢが胸ポケットへ入っていることを再確認する旨を関係

者へ教育した（H22.11.４，H22.11.５実施）。 

・上記に加え，ＡＰＤ･ＧＢ収納できるポケット付下着を平成25年４月 15日に配備

（約４万着）を実施し，更なる改善措置は必要ないと判断した。 

 

７． 追加措置案 

なし 

 

８． その他 

なし 

 

 



　
　
(
1
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年
度
　
▽
１
号
機
営
業
運
転
開
始

Ｓ
Ｈ

　
 
項
目

4
8
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0
6
1
6
2
6
3
元
2
3
4
5
6
7
8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3

▽
Ｍ
Ｓ
Ｉ
Ｖ
自
動
ラ
ッ
ピ
ン
グ
装
置

▽
Ｒ
Ｐ
Ｖ
用
Ｉ
Ｓ
Ｉ
自
動
検
査
装
置
（
遠
隔
操
作
化
）

▽
配
管
用
Ｉ
Ｓ
Ｉ
自
動
検
査
装
置
（
遠
隔
操
作
化
）

▽
原
子
炉
ウ
ェ
ル
壁
面
除
染
装
置

▽
Ｃ
Ｒ
Ｄ
遠
隔
交
換
装
置

Ｃ
Ｒ
Ｄ
半
自
動
分
解
装
置
▽

新
型
Ｒ
Ｐ
Ｖ
ス
タ
ッ
ド
テ
ン
シ
ョ
ナ
▽

▽
原
子
炉
持
ち
込
み
金
属
不
純
物
の
低
減

▽
ウ
ェ
ル
除
染

▽
鉛
毛
板
に
よ
る
仮
設
し
ゃ
へ
い ▽
ト
ー
ラ
ス
除
染

原
子
炉
格
納
容
器
内
本
設
し
ゃ
へ
い
の
設
置
▽
▽

バ
ル
ク
ヘ
ッ
ド
ベ
ロ
ー
ズ
部
の
カ
バ
ー
布
設
▽

化
学
除
染
▽

▽
▽

▽

別
添
資
料
３
．
５
－
１
　
線
量
低
減
対
策
の
変
遷

作
業
の
自
動
化

・
資
料
３
．
５
－
２
⑨

作
業
環
境
の

線
量
当
量
率
低
減

・
資
料
３
．
５
－
２
⑥

・
資
料
３
．
５
－
２
①

・
資
料
３
．
５
－
２
②

・
資
料
３
．
５
－
２
④

備
　
　
考

・
資
料
３
．
５
－
２
⑤

・
線
量
当
量
率
の
低
い
場
所
で
の
操
作
　

・
資
料
３
．
５
－
２
③

・
資
料
３
．
５
－
２
⑦

・
ウ
ェ
ル
内
線
量
当
量
率
の
低
減

・
資
料
３
．
５
－
２
⑧

・
資
料
３
．
５
－
２
⑩

・
資
料
３
．
５
－
２
⑪

・
資
料
３
．
５
－
２
⑫

３．５－３５

３．５ 放射線管理

今
回
の
調
査
期
間



(
2
/
2
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年
度
　
▽
１
号
機
営
業
運
転
開
始

Ｓ
Ｈ

 
 
 
項
目

4
8
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0
6
1
6
2
6
3
元
2
3
4
5
6
7
8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3

▽
Ｓ
Ｒ
Ｖ
搬
出
装
置
の
設
置
▽
主
蒸
気
ラ
イ
ン
プ
ラ
グ
の
導
入

Ｃ
Ｒ
Ｄ
点
検
頻
度
の
見
直
し
▽

長
寿
命
機
器
の
採
用
▽

モ
ッ
ク
ア
ッ
プ
装
置
に
よ
る
作
業
訓
練
▽

▽
線
量
低
減
検
討
会
の
設
置

線
量
低
減
連
絡
会
の
設
置
（
定
検
時
の
み
…
１
回
／
２
週
）
▽

▽
フ
ィ
ル
タ
付
き
局
所
排
風
機
の
採
用
（
現
在
も
継
続
中
）

フ
ー
ド
マ
ス
ク
の
採
用
▽

▽
エ
ア
ー
ラ
イ
ン
ス
ー
ツ
用
圧
縮
空
気
供
給
装
置
の
設
置

警
報
付
ポ
ケ
ッ
ト
線
量
計
（
Ａ
Ｐ
Ｄ
）
の
導
入
▽

新
型
Ａ
Ｐ
Ｄ
へ
更
新
▽

振
動
警
報
付
Ａ
Ｐ
Ｄ
▽

▽
・
資
料
３
．
５
－
２
⑮

無
線
式
Ａ
Ｐ
Ｄ
シ
ス
テ
ム
▽

ビ
ジ
ュ
ア
ル
管
理
シ
ス
テ
ム
▽

表
示
付
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
の
採
用
▽

・
資
料
３
．
５
－
２
⑱

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
チ
ュ
ー
ブ
の
採
用
▽

・
資
料
３
．
５
－
２
⑲

粘
着
マ
ッ
ト
の
採
用
▽

放
射
線
業
務
従
事
者
教
育
シ
ス
テ
ム
更
新
▽

シ
ュ
ラ
ウ
ド
他
取
替
工
事
の
成
型
遮
へ
い
の
設
置
▽

・
資
料
３
．
５
－
２
⑳
-
①

シ
ュ
ラ
ウ
ド
他
取
替
工
事
の
ド
ラ
イ
ヤ
仮
置
時
の
遮
へ
い
の
設
置
▽

・
資
料
３
．
５
－
２
⑳
-
②

　
シ
ュ
ラ
ウ
ド
他
取
替
工
事
の
原
子
炉
再
循
環
ノ
ズ
ル
仮
設
遮
へ
い
の
設
置
▽

・
資
料
３
．
５
－
２
⑳
-
③

・
H
2
2
イ
ヤ
ホ
ン
付
Ａ
Ｐ
Ｄ
へ
更
新

・
資
料
３
．
５
－
２
⑬

・
線
量
管
理
の
迅
速
化

・
５
年
→
７
年

・
C
R
の
材
質
を
B
4
C
→
ﾊ
ﾌ
ﾆ
ｳﾑ

・
資
料
３
．
５
－
２
⑭

・
資
料
３
．
５
－
２
⑰

作
業
の
合
理
化

・
呼
吸
保
護
具
の
着
用
に
係
る
時
間
短
縮

備
　
　
考

・
S
RV
搬
出
に
係
る
作
業
時
間
の
短
縮

・
資
料
３
．
５
－
２
⑯

・
表
面
汚
染
の
拡
大
防
止

・
理
解
の
促
進

別
添
資
料
３
．
５
－
１
　
線
量
低
減
対
策
の
変
遷

そ
　
の
　
他

・
線
量
低
減

・
定
検
時
の
線
量
低
減

・
空
気
汚
染
の
拡
大
防
止

・
身
体
負
荷
の
軽
減

３．５－３６

３．５ 放射線管理

今
回
の
調
査
期
間



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

作
業
の
自
動
化

　
Ｍ
Ｓ
Ｉ
Ｖ
点
検
手
入
れ
作
業
の
弁
摺
り
合
せ
作
業
を
自
動
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
，
作
業
人
数
お
よ
び
作
業
時
間
を
短
縮
し
，
線

量
低
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

実
施
内
容

Ｍ
Ｓ
Ｉ
Ｖ
自
動
ラ
ッ
ピ
ン
グ
装
置

昭
和
5
2
年
度
（
第
４
回
定
期
検
査
）
～

　
作
業
工
数
を
低
減
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
（
線
量
の
低
減
は
，

作
業
エ
リ
ア
の
線
量
当
量
率
が
低
い
た
め
，
本
装
置
導
入
に
よ
る

効
果
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
継
続
実
施

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
①

３．５ 放射線管理

３．５－３７



対
策
件
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
②

　
線
量
当
量
率
の
低
い
エ
リ
ア
で
操
作
が
で
き
る
こ
と
か
ら
，
線

量
の
低
減
が
図
れ
た
。

　
継
続
実
施

配
管
用
Ｉ
Ｓ
Ｉ
自
動
検
査
装
置

実
施
内
容

作
業
の
自
動
化

　
配
管
用
Ｉ
Ｓ
Ｉ
自
動
検
査
装
置
の
概
要

昭
和
5
2
年
度
（
第
４
回
定
期
検
査
）
～

　
検
査
装
置
は
軌
道
式
で
，
検
査
を
遠
隔
操
作
に
て
行
う
こ
と
に

よ
り
線
量
の
低
減
を
図
る
。

３．５ 放射線管理

３．５－３８



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

作
業
の
自
動
化

天
井
ク
レ
ー
ン
に
よ
る
吊
り
下
げ
方
式
か
ら
レ
ー
ル
方
式
に
変
更
し
，
作
業
の
効
率
化
を

図
っ
た
。

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
③

　
継
続
実
施

原
子
炉
ウ
ェ
ル
壁
面
除
染
装
置

実
施
内
容

昭
和
5
9
年
度
（
第
1
0回
定
期
検
査
）
～

　
原
子
炉
ウ
ェ
ル
除
染
作
業
の
内
，
ウ
ェ
ル
壁
面
の
除
染
を
自
動

化
す
る
こ
と
に
よ
り
，
作
業
人
員
の
削
減
お
よ
び
作
業
時
間
を
短

縮
し
，
線
量
低
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
・
平
成
６
年
（
第
５
回
定
検
）

３．５－３９

対
策
前

（
第
８
回
）
対
策
後

（
第
1
1
回
）
低
減
効
果

線
量
（
人
・
m
S
v）

3
0

2
4

2
0
％
減

３．５ 放射線管理



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
6
0
年
度
（
第
1
1回
定
期
検
査
）
～

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
④

　
Ｃ
Ｒ
Ｄ
交
換
作
業
を
遠
隔
化
す
る
こ
と
に
よ
り
，
作
業
人
員
お

よ
び
作
業
時
間
を
低
減
し
，
線
量
低
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

　
注
）
　
Ｃ
Ｒ
Ｄ
：
制
御
棒
駆
動
機
構

Ｃ
Ｒ
Ｄ
遠
隔
交
換
装
置

実
施
内
容

　
継
続
実
施

作
業
の
自
動
化

３．５－４０

３．５ 放射線管理

対
策
前

（
第
1
0
回
）
対
策
後

（
第
1
2
回
）
低
減
効
果

線
量
（
人
・
m
S
v）

4
8

1
3

6
0
％
減



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

実
施
内
容

Ｃ
Ｒ
Ｄ
半
自
動
分
解
装
置

作
業
の
自
動
化

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑤

　
継
続
実
施

平
成
９
年
度
（
第
2
0回
定
期
検
査
）
～

　
Ｃ
Ｒ
Ｄ
点
検
本
数
は
，
定
検
毎
に
異
な
る
た
め
１
体
当
り
に
規

格
化
し
た
値
で
比
較
し
た
。

 
 Ｃ
Ｒ
Ｄ
１
体
当
り
の
分
解
点
検
に
お
け
る
線
量
低
減
効
果

　
Ｃ
Ｒ
Ｄ
分
解
点
検
作
業
の
内
，
洗
浄
・
分
解
作
業
を
自
動
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
作
業
人
員
お
よ
び
作
業
時
間
を
低
減
し
，
線
量

低
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
Ｃ
Ｒ
Ｄ
半
自
動
分
解
洗
浄
装
置
の
概
要

３．５－４１

３．５ 放射線管理

対
策
前

（
第
1
9
回
）
対
策
後

（
第
2
0
回
）
低
減
効
果

線
量
（
人
・
m
S
v）

1
.5
3

0
.7
1

5
4
％
減



対
策
件
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

実
施
内
容

新
型
Ｒ
Ｐ
Ｖ
ス
タ
ッ
ド
テ
ン
シ
ョ
ナ

　
原
子
炉
圧
力
容
器
上
蓋
の
開
閉
作
業
の
一
部
を
自
動
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
作
業
人
員
お
よ
び
作
業
時
間
を
低
減
し
，
線
量
低
減

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
注
）
　
Ｒ
Ｐ
Ｖ
：
原
子
炉
圧
力
容
器

作
業
の
自
動
化

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑥

平
成
９
年
度
（
第
2
0回
定
期
検
査
）
～

　
継
続
実
施

３．５－４２

３．５ 放射線管理

対
策
前

（
第
1
9
回
）
対
策
後

（
第
2
0
回
）
低
減
効
果

線
量
（
人
・
m
S
v）

1
.9
1

0
.8
0

5
5
％
減

　
2
0回
は
ス
タ
ッ
ド
ボ
ル
ト
全
数
取
替
に
よ
り
閉
鎖
作
業
の
線
量
当
量
率
が
下
が
っ
た

た
め
，
低
減
効
果
は
補
正
し
て
い
る
。



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

　
　
　
　
　
（
制
御
棒
ピ
ン
ロ
ー
ラ
，
燃
料
チ
ャ
ン
ネ
ル
ボ
ッ
ク
ス
ス
ペ
ー
サ
）

　
給
水
鉄
濃
度
の
監
視
を
継
続
し
，
適
正
な
鉄
濃
度
で
運
転
す
る

こ
と
で
一
次
系
配
管
線
量
当
量
率
の
上
昇
を
抑
制
す
る
。

　
　
⑤
プ
ラ
ン
ト
再
起
動
時
給
復
水
系
再
循
環
運
転
に
よ
る
発
生
不
純
物
の
事
前
除
去

２
．
復
水
脱
塩
装
置
不
純
物
除
去
能
力
向
上
に
よ
る
原
子
炉
持
ち
込
み
不
純
物
の
低
減

　
　
①
復
水
脱
塩
装
置
全
塔
通
水
に
よ
る
不
純
物
除
去
能
力
の
向
上

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑦

作
業
環
境
の
線
量
当
量
率
の
低
減

１
．
復
水
系
金
属
不
純
物
濃
度
低
減
に
よ
る
原
子
炉
持
ち
込
み
不
純
物
の
低
減

営
業
運
転
開
始
時
か
ら
導
入

　
　
④
ホ
ッ
ト
ウ
ェ
ル
清
掃
に
よ
る
発
生
不
純
物
の
除
去

　
　
③
給
・
復
水
系
配
管
お
よ
び
機
器
の
停
止
時
水
抜
き
乾
燥
保
管
又
は
再
循
環
保
管

　
　
②
抽
気
系
配
管
等
へ
の
耐
食
材
の
採
用
に
よ
る
不
純
物
の
発
生
抑
制

　
　
①
復
水
ろ
過
脱
塩
装
置
に
よ
る
発
生
不
純
物
の
除
去

　
　
　
に
よ
る
不
純
物
の
発
生
抑
制

３
．
給
水
系
か
ら
の
不
純
物
の
発
生
抑
制
に
よ
る
原
子
炉
持
ち
込
み
不
純
物
の
低
減

　
給
水
か
ら
原
子
炉
に
持
ち
込
ま
れ
る
金
属
不
純
物
の
量
を
抑
制

す
る
こ
と
に
よ
り
，
原
子
炉
水
中
に
お
け
る
放
射
化
生
成
物
の
濃

度
を
低
減
し
，
原
子
炉
再
循
環
系
配
管
線
量
当
量
率
の
低
減
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

実
施
内
容

原
子
炉
持
ち
込
み
金
属
不
純
物
の
低
減

　
　
①
給
・
復
水
系
へ
の
酸
素
注
入
に
よ
る
不
純
物
の
発
生
抑
制

４
．
低
コ
バ
ル
ト
材
の
採
用
に
よ
る
主
要
放
射
線
源
と
な
る
Ｃ
ｏ
－
６
０
の
低
減

　
　
（
１
）
原
子
炉
内
持
ち
込
み
抑
制
（
低
圧
給
水
加
熱
器
チ
ュ
ー
ブ
）

　
　
（
２
）
原
子
炉
内
発
生
抑
制

　
島
根
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
給
水
鉄
濃
度
の
推
移

　
（
別
紙
参
照
）

３．５－４３

３．５ 放射線管理



別
添
資
料
３
．
５
－
２
 線
量
低
減
対
策
－
⑦
別
紙
　
島
根
原
子
力
発
電
所
１
号
機
　
給
水
ク
ラ
ッ
ド
鉄
濃
度
の
推
移
（
運
転
サ
イ
ク
ル
毎
の
平
均
値
）

0
.0

1
.0

2
.0

3
.0

4
.0

5
.0

6
.0

7
.0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

4
8
/
4
9
5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5
5
6
/
5
7
5
7
/
5
8
5
8
/
5
9
5
9
/
6
0
6
1
/
6
2
6
2
/
6
3
6
3
/
元
元
／
2
3
/
4

4
/
5

5
/
6

7
8
/
9
9
/
1
0
1
0
/
1
2
1
3
/
1
4
1
5
/
1
6
1
7
1
8
/
1
9
1
9
/
2
0
2
1
2
2
/
2
3

運
転
サ
イ
ク
ル

給 水 中 鉄 濃 度

３．５－４４

３．５ 放射線管理

年
　
度

今
回
調
査
期
間

前
回
調
査
期
間

(
p
p
b
)

給
水
中
鉄
濃
度

管
理
値
（
５
ｐ
ｐ
ｂ
以
下
）

・
第
1
5，
1
6サ
イ
ク
ル
は
夏
場
の

水
温
上
昇
に
よ
り
復
水
の
鉄
濃
度

上
昇

・
第
1
7～
2
0サ
イ
ク
ル
は
Ｃ
Ｄ
の

樹
脂
交
換
に
よ
り
，
Ｃ
Ｄ
の
除
鉄

率
低
下
に
よ
る
上
昇

Ｃ
Ｄ
４
塔
交
換

Ｃ
Ｄ
２
塔
交
換

↓
 

第
15
サ
イ
ク
ル
～
第
20
サ
イ
ク
ル
に
か
け
て
上
昇



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

昭
和
5
2
年
度
（
第
４
回
定
期
検
査
）
～

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑧

　
継
続
実
施

作
業
環
境
の
線
量
当
量
率
の
低
減

　
高
線
量
当
量
率
配
管
・
機
器
に
対
し
，
鉛
板
・
鉛
毛
マ
ッ
ト
等

を
用
い
て
仮
設
し
ゃ
へ
い
を
施
し
，
表
面
線
量
当
量
率
を
低
減

し
，
線
量
低
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
鉛
毛
マ
ッ
ト
１
枚
使
用
に
よ
り
，
線
量
当
量
率
の
約
1
5
％
低
減

が
図
れ
た
。

　
鉛
板
１
枚
使
用
に
よ
り
，
線
量
当
量
率
の
約
3
5
％
低
減
が
図
れ

た
。

実
施
内
容

鉛
毛
板
に
よ
る
仮
設
し
ゃ
へ
い

３．５－４５

３．５ 放射線管理



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

作
業
環
境
の
線
量
当
量
率
の
低
減

ト
ー
ラ
ス
除
染

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑨

実
施
内
容

　
継
続
実
施

昭
和
6
2
年
度
（
第
1
2回
定
期
検
査
）
～

　
ト
ー
ラ
ス
内
部
の
放
射
性
物
質
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
り
，

ト
ー
ラ
ス
表
面
線
量
当
量
率
を
低
減
し
，
線
量
低
減
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

　
ト
ー
ラ
ス
下
部
の
線
量
当
量
率
の
低
減
効
果

３．５－４６

３．５ 放射線管理

対
策
前

対
策
後

低
減
効
果

線
量
当
量
率

（
m
S
v
/
h
）

0
.1
2

0
.0
3

7
5
％
減

 

 



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

　
し
ゃ
へ
い
を
施
し
た
エ
リ
ア
の
雰
囲
気
線
量
当
量
率
は
3
0
％
～

5
0
％
の
低
減
効
果
が
得
ら
れ
た
。

　
継
続
実
施

実
施
内
容

昭
和
6
3
年
度
（
第
1
3回
定
期
検
査
）

平
成
元
年
度
（
第
1
4回
定
期
検
査
）
～

　
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
高
線
量
当
量
率
配
管
に
対
し
，
恒
久
的

な
し
ゃ
へ
い
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
配
管
表
面
線
量
当
量

率
を
低
減
し
，
線
量
低
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

原
子
炉
格
納
容
器
内
本
設
し
ゃ
へ
い
の
設
置

作
業
環
境
の
線
量
当
量
率
の
低
減

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑩

　
　
定
期
検
査
に
お
け
る
被
ば
く
の
大
半
を
占
め
る
格
納
容
器
内
の
高
線
量
当
量
率
配
管
お
よ

び
原
子
炉
圧
力
容
器
ノ
ズ
ル
部
に
恒
久
遮
へ
い
体
を
設
置
し
た
。
又
，
格
納
容
器
外
の
原
子
炉

浄
化
系
配
管
に
つ
い
て
も
，
同
様
に
恒
久
遮
へ
い
体
を
設
置
し
た
。
格
納
容
器
内
の
遮
へ
い
体

に
当
っ
て
は
，

　
①
定
期
検
査
時
の
雰
囲
気
線
量
当
量
率
を
0
.
1
5
m
Sv
/
h
以
下
に
す
る
。

　
②
格
納
容
器
内
は
配
管
が
交
錯
し
て
い
る
た
め
，
遮
へ
い
体
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
，
作

業
者
の
移
動
お
よ
び
作
業
場
所
を
阻
害
し
な
い
よ
う
に
す
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
考
慮
し
て
，
遮
へ
い
体
の
設
置
範
囲
，
形
態
お
よ
び
厚
さ
を
決
定
し
た
。

３．５－４７

３．５ 放射線管理

(P
LR
配
管
,
CU
W配
管
)



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

平
成
２
年
度
（
第
1
5回
定
期
検
査
）
～

　
ベ
ロ
ー
ズ
部
の
線
量
当
量
率
低
減
効
果

　
継
続
実
施

　
バ
ル
ク
ヘ
ッ
ド
プ
レ
ー
ト
の
ベ
ロ
ー
ズ
部
に
，
専
用
カ
バ
ー
を

取
付
け
て
お
き
，
ベ
ロ
ー
ズ
部
に
蓄
積
す
る
放
射
性
物
質
（
燃
料

交
換
作
業
に
よ
る
燃
料
表
面
か
ら
の
落
下
等
）
を
無
く
す
こ
と
に

よ
り
，
ウ
ェ
ル
内
の
線
量
当
量
率
を
低
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

作
業
環
境
の
線
量
当
量
率
の
低
減

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑪

バ
ル
ク
ヘ
ッ
ド
ベ
ロ
ー
ズ
部
の
カ
バ
ー
布
設

実
施
内
容

３．５－４８

３．５ 放射線管理

対
策
前

（
第
1
4
回
）

対
策
後

（
第
1
5
回
）
低
減
効
果

線
量
当
量
率

（
m
S
v/
h
）

0
.2
0
～
0
.4
5
0
.1
8
～
0
.3
5
1
0
～
2
0

％
減



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

化
学
除
染
実
績

今
後
の
方
策

・
第
2
2
回
定
検
：
R
P
V
，
A
・
B
-
P
L
R
実
施

・
第
2
5
回
定
検
：
A
・
B
-
P
L
R
地
下
階
実
施

・
第
2
7
回
定
検
：
A
・
B
-
P
L
R
 実
施

・
第
2
8
回
定
検
：
A
・
B
-
P
L
R
実
施
 

・
第
2
9
回
定
検
：
A
・
B
-
P
L
R
実
施

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑫

実
施
内
容

化
学
除
染

作
業
環
境
の
線
量
当
量
率
の
低
減

平
成
1
2
年
度
第
2
2
回
定
検
よ
り
実
施

　
除
染
剤
を
注
入
し
て
，
Ｒ
Ｐ
Ｖ
壁
面
，
Ｐ
Ｌ
Ｒ
系
配
管
内
面
に

付
着
し
て
い
る
放
射
性
物
質
を
取
り
込
ん
だ
酸
化
皮
膜
を
科
学
的

に
溶
解
・
除
去
す
る
こ
と
で
，
作
業
雰
囲
気
の
線
量
当
量
率
を
下

げ
て
，
点
検
に
従
事
す
る
作
業
者
の
線
量
低
減
を
図
る
。

　
注
）
　
Ｐ
Ｌ
Ｒ
：
原
子
炉
再
循
環
系

　
壁
面
や
配
管
内
面
に
付
着
し
て
い
る
放
射
性
物
質
を
溶
解
・
除

去
す
る
こ
と
で
，
近
辺
の
雰
囲
気
線
量
当
量
率
を
低
下
さ
せ
，
作

業
者
の
線
量
低
減
に
つ
な
げ
た
。

　
継
続
実
施

３．５－４９

３．５ 放射線管理



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

　
主
蒸
気
ラ
イ
ン
プ
ラ
グ
を
導
入
し
，
Ｍ
Ｓ
配
管
へ
の
炉
水
の
流

入
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
，
主
蒸
気
隔
離
弁
，
主
蒸
気
安
全
弁

お
よ
び
逃
し
弁
（
安
全
弁
）
の
分
解
点
検
，
お
よ
び
主
蒸
気
隔
離

弁
漏
洩
率
試
験
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
工
程
か
ら
外
す
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

主
蒸
気
ラ
イ
ン
プ
ラ
グ

実
施
内
容

作
業
の
合
理
化

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑬

　
主
蒸
気
隔
離
弁
，
主
蒸
気
安
全
弁
お
よ
び
逃
し
弁
（
安
全
弁
）

の
分
解
点
検
お
よ
び
主
蒸
気
隔
離
弁
の
漏
洩
率
試
験
が
，
定
検
ク

リ
テ
ィ
カ
ル
工
程
か
ら
外
れ
，
定
検
工
程
の
短
縮
が
図
れ
た
。

　
継
続
実
施

昭
和
5
9
年
度
（
第
1
0回
定
期
検
査
）
～

３．５－５０

３．５ 放射線管理



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑭

平
成
元
年
度
（
第
1
4回
定
期
検
査
）
～

実
施
内
容

作
業
の
合
理
化

　
技
術
訓
練
棟
に
お
け
る
モ
ッ
ク
ア
ッ
プ
装
置
の
概
要

モ
ッ
ク
ア
ッ
プ
装
置
に
よ
る
作
業
訓
練

　
Ｃ
Ｒ
Ｄ
交
換
作
業
に
お
い
て
，
技
術
訓
練
棟
の
モ
ッ
ク
ア
ッ
プ

装
置
に
よ
り
作
業
訓
練
を
実
施
し
，
作
業
効
率
の
向
上
を
図
る
。

　
実
作
業
前
に
訓
練
を
行
う
こ
と
で
，
習
熟
度
が
上
昇
し
，
作
業

効
率
が
向
上
し
た
た
め
，
線
量
低
減
が
図
れ
た
。

　
継
続
実
施

３．５ 放射線管理

３．５－５１



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

　
継
続
実
施

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑮

　
騒
音
環
境
下
作
業
の
場
合
に
，
振
動
警
報
付
Ａ
Ｐ
Ｄ
（
通
常
の

Ａ
Ｐ
Ｄ
警
報
を
振
動
に
変
換
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
装
備
し
た
Ａ
Ｐ

Ｄ
）
を
使
用
し
，
確
実
に
警
報
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
，
作
業

員
の
過
剰
被
ば
く
防
止
を
図
る
。

　
平
成
2
2
年
度
の
Ａ
Ｐ
Ｄ
更
新
に
伴
い
，
イ
ヤ
ホ
ン
付
Ａ
Ｐ
Ｄ
へ

と
変
更
し
て
い
る
。

　
イ
ヤ
ホ
ン
の
装
着
を
可
能
と
し
た
こ
と
に
よ
り
，
騒
音
環
境
下

の
作
業
に
お
い
て
，
警
報
音
の
み
の
場
合
と
比
べ
，
作
業
者
に
確

実
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
イ
ヤ
ホ
ン
付
Ａ
Ｐ
Ｄ

平
成
1
7
年
度
第
2
5
回
定
検
よ
り
実
施

振
動
警
報
付
／
イ
ヤ
ホ
ン
付
Ａ
Ｐ
Ｄ

実
施
内
容

そ
の
他

　
振
動
警
報
付
Ａ
Ｐ
Ｄ
の
構
成

３．５－５２

３．５ 放射線管理



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

そ
の
他

　
無
線
式
Ａ
Ｐ
Ｄ
シ
ス
テ
ム
の
概
要

平
成
1
7
年
度
第
2
5
回
定
検
よ
り
実
施

無
線
式
Ａ
Ｐ
Ｄ
シ
ス
テ
ム

実
施
内
容

　
シ
ス
テ
ム
画
面

　
継
続
実
施

　
低
線
量
エ
リ
ア
に
お
い
て
，
作
業
員
の
被
ば
く
線
量
を
確
認
で

き
る
た
め
，
作
業
員
，
放
管
員
等
の
線
量
低
減
に
つ
な
げ
た
。

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑯

　
Ｐ
Ｃ
Ｖ
内
等
の
雰
囲
気
線
量
当
量
率
が
高
い
エ
リ
ア
で
，
作
業

対
象
弁
等
の
開
放
等
の
局
所
的
に
高
線
量
当
量
率
と
な
る
作
業
を

実
施
す
る
場
合
,
Ｐ
Ｃ
Ｖ
外
よ
り
作
業
員
の
被
ば
く
を
確
認
･
監
視

す
る
こ
と
に
よ
り
作
業
員
お
よ
び
放
管
員
等
の
線
量
低
減
，
過
剰

被
ば
く
防
止
を
図
る
。

３．５－５３

３．５ 放射線管理



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

平
成
1
7
年
度
第
2
5
回
定
検
よ
り
実
施

そ
の
他

　
ク
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス
内
作
業
等
の
狭
隘
部
で
の
作
業
時
に
，
遠
隔

操
作
に
て
現
場
の
作
業
状
況
（
音
声
付
動
画
）
が
確
認
可
能
で
作

業
状
況
の
把
握
等
を
行
う
と
と
も
に
，
高
線
量
当
量
率
下
作
業
の

効
率
化
お
よ
び
工
事
監
督
者
の
線
量
低
減
を
図
る
。

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑰

　
ビ
ジ
ュ
ア
ル
管
理
シ
ス
テ
ム
操
作
の
様
子

ビ
ジ
ュ
ア
ル
管
理
シ
ス
テ
ム

実
施
内
容

　
遠
隔
操
作
に
よ
り
，
監
督
者
は
低
線
量
エ
リ
ア
に
お
い
て
現
場

の
状
況
が
確
認
で
き
る
た
め
，
線
量
低
減
に
つ
な
げ
た
。

　
シ
ス
テ
ム
画
面

　
継
続
実
施

３．５ 放射線管理

３．５－５４



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

そ
の
他

昭
和
6
3
年
度
（
第
1
3回
定
期
検
査
）
～

　
線
量
当
量
率
の
高
い
箇
所
に
表
示
付
の
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
を
設
置

し
，
作
業
者
の
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑱

　
継
続
実
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
線
量
当
量
率
の
高
い
箇
所
に
表
示
付
の
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
を
設
置

し
，
作
業
者
の
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
で
，
線
量
の
低
減
に
努
め

た
。

実
施
内
容

　
表
示
付
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
の
概
要

表
示
付
エ
リ
ア
モ
ニ
タ

３．５－５５

３．５ 放射線管理



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

そ
の
他

　
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
チ
ュ
ー
ブ
の
概
要

実
施
内
容

昭
和
6
3
年
度
（
第
1
3回
定
期
検
査
）
～

　
継
続
実
施

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
チ
ュ
ー
ブ

　
線
量
当
量
率
の
高
い
箇
所
（
原
子
炉
再
循
環
系
・
原
子
炉
浄
化

系
の
配
管
廻
り
お
よ
び
原
子
炉
圧
力
容
器
ノ
ズ
ル
部
シ
ー
ル
ド
プ

ラ
グ
取
外
箇
所
等
）
に
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
チ
ュ
ー
ブ
を
設
置

し
，
作
業
者
の
不
用
意
な
接
近
を
防
止
し
線
量
の
低
減
に
努
め

た
。

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑲

　
線
量
当
量
率
が
高
い
箇
所
に
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
チ
ュ
ー
ブ
を

設
置
し
，
作
業
者
の
不
用
意
な
接
近
防
止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

３．５－５６

３．５ 放射線管理



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

平
成
1
2
年
度
第
2
2
回
定
検
時

　
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
，
炉
壁
遮
へ
い
体
，
ジ
ェ
ッ
ト
ポ
ン
プ

遮
へ
い
体
お
よ
び
十
字
遮
へ
い
体
を
設
置
し
，
作
業
雰
囲
気
の
線

量
当
量
率
を
下
げ
て
，
点
検
に
従
事
す
る
作
業
者
の
線
量
低
減
を

図
る
。

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑳
－
①

作
業
環
境
の
線
量
当
量
率
の
低
減

シ
ュ
ラ
ウ
ド
他
取
替
工
事
の
成
型
遮
へ
い
の
設
置

実
施
内
容

シ
ュ
ラ
ウ
ド
他
取
替
工
事
の
み
実
施

m
S
v/
h

３．５ 放射線管理

３．５－５７



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

　
ド
ラ
イ
ヤ
・
セ
パ
レ
ー
タ
プ
ー
ル
に
仮
置
き
中
の
ド
ラ
イ
ヤ
上

に
遮
へ
い
体
を
設
置
し
，
作
業
雰
囲
気
の
線
量
当
量
率
を
下
げ

て
，
点
検
に
従
事
す
る
作
業
者
の
線
量
低
減
を
図
る
。

シ
ュ
ラ
ウ
ド
他
取
替
工
事
の
み
実
施

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑳
－
②

ｼ
ｭ
ﾗ
ｳ
ﾄ
ﾞ
他
取
替
工
事
の
ﾄ
ﾞ
ﾗ
ｲ
ﾔ
仮
置
き
時
の
遮
へ
い
設
置
実
施
内
容

作
業
環
境
の
線
量
当
量
率
の
低
減

平
成
1
2
年
度
第
2
2
回
定
検
時

３．５ 放射線管理

３．５－５８



対
策
件
名

分
　
類

実
施
時
期

目
　
的

効
　
果

今
後
の
方
策

　
原
子
炉
再
循
環
ノ
ス
ル
に
仮
設
遮
へ
い
体
を
設
置
し
，
作
業
雰

囲
気
の
線
量
当
量
率
を
下
げ
て
，
点
検
に
従
事
す
る
作
業
者
の
線

量
低
減
を
図
る
。

別
添
資
料
３
．
５
－
２
　
　
線
量
低
減
対
策
－
⑳
－
③

シ
ュ
ラ
ウ
ド
他
取
替
工
事
の
み
実
施

ｼｭ
ﾗｳ
ﾄﾞ
他
取
替
工
事
の
原
子
炉
再
循
環
ﾉ
ｽﾞ
ﾙ仮
設
遮
へ
い
設
置
実
施
内
容

作
業
環
境
の
線
量
当
量
率
の
低
減

平
成
1
2
年
度
第
2
2
回
定
検
時

３．５ 放射線管理

３．５－５９



別
添
資
料
３
．
５
－
３
　
定
期
検
査
期
間
中
の
線
量
状
況
（
1
／
3）

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

従
事
者
数

（
人
）

1
67

1
,
2
60

1
,
4
27

1
70

1
,
1
28

1
,
2
98

1
99

2
,
1
09

2
,
3
08

1
78

1
,
1
57

1
,
3
35

総
線
量

（
人
・
S
v
）

0
.
2
0

1
.
2
7

1
.
4
7

0
.
2
2

1
.
9
5

2
.
1
7

0
.
4
6

4
.
6
5

5
.
1
1

0
.
2
2

2
.
3
3

2
.
5
6

平
均
線
量

（
m
Sv
）

1
.
2

1
.
0

1
.
0

1
.
3

1
.
7

1
.
7

2
.
3

2
.
2

2
.
2

1
.
3

2
.
0

1
.
9

最
大
線
量

（
m
Sv
）

9
.
7

1
0
.
3

－
9
.
8

1
0
.
0

－
1
7
.
9

1
0
.
3

－
9
.
8

9
.
7

－
1
.
3
m
Sv
未
満

1
26

9
59

1
,
0
85

1
16

7
10

8
26

1
67

1
,
7
83

1
,
9
50

1
30

6
82

8
12

1
.
3
m
Sv
以
上
4
.
0
m
Sv
未
満

2
3

1
98

2
21

3
8

2
27

2
65

2
1

3
23

3
44

3
0

2
46

2
76

4
.
0
m
Sv
以
上
1
3
m
Sv
未
満

1
8

1
03

1
21

1
6

1
91

2
07

6
3

9
1
8

2
29

2
47

1
3
m
Sv
以
上
3
0
m
Sv
未
満

0
0

0
0

0
0

5
0

5
0

00
3
0
m
Sv
以
上
　
　
　
　
　

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

00

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

従
事
者
数

（
人
）

1
87

1
,
3
20

1
,
5
07

1
80

1
,
4
49

1
,
6
29

1
93

1
,
6
89

1
,
8
82

2
43

2
,
0
88

2
,
3
31

総
線
量

（
人
・
S
v
）

0
.
2
0

1
.
6
8

1
.
8
8

0
.
1
9

2
.
9
3

3
.
1
3

0
.
3
5

5
.
3
7

5
.
7
2

0
.
4
0

8
.
4
9

8
.
8
9

平
均
線
量

（
m
Sv
）

1
.
1

1
.
3

1
.
2

1
.
1

2
.
0

1
.
9

1
.
8

3
.
2

3
.
0

1
.
7

4
.
1

3
.
8

最
大
線
量

（
m
Sv
）

8
.
6

9
.
9

－
7
.
8

9
.
5

－
1
1
.
5

2
1
.
8

－
1
0
.
6

2
4
.
0

－
1
.
3
m
Sv
未
満

1
42

9
45

1
,
0
87

1
27

8
78

1
,
0
05

1
26

8
73

9
99

1
73

9
79

1
,
1
52

1
.
3
m
Sv
以
上
4
.
0
m
Sv
未
満

3
4

2
14

2
48

4
2

2
64

3
06

4
3

3
06

3
49

3
5

3
56

3
91

4
.
0
m
Sv
以
上
1
3
m
Sv
未
満

1
1

1
61

1
72

1
1

3
07

3
18

2
4

4
29

4
53

3
5

5
80

6
15

1
3
m
Sv
以
上
3
0
m
Sv
未
満

0
0

0
0

0
0

0
8
1

8
1

0
1
73

1
73

3
0
m
Sv
以
上
　
　
　
　
　

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

00

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

従
事
者
数

（
人
）

2
48

1
,
6
24

1
,
8
72

2
22

1
,
5
16

1
,
7
38

2
61

1
,
8
04

2
,
0
65

2
41

1
,
4
12

1
,
6
53

総
線
量

（
人
・
S
v
）

0
.
3
3

6
.
0
6

6
.
3
9

0
.
1
6

2
.
9
2

3
.
0
7

0
.
2
3

5
.
0
6

5
.
2
9

0
.
0
9

1
.
4
0

1
.
4
9

平
均
線
量

（
m
Sv
）

1
.
3

3
.
7

3
.
4

0
.
7

1
.
9

1
.
8

0
.
9

2
.
8

2
.
6

0
.
4

1
.
0

0
.
9

最
大
線
量

（
m
Sv
）

1
1
.
3

2
4
.
0

－
4
.
9

9
.
6

－
7
.
5

2
4
.
3

－
2
.
4

8
.
8

－
1
.
3
m
Sv
未
満

1
90

8
15

1
,
0
05

1
87

8
88

1
,
0
75

2
12

1
,
0
46

1
,
2
58

2
26

1
,
0
74

1
,
3
00

1
.
3
m
Sv
以
上
4
.
0
m
Sv
未
満

3
2

2
73

3
05

3
1

2
97

3
28

3
1

2
70

3
01

1
5

2
30

2
45

4
.
0
m
Sv
以
上
1
3
m
Sv
未
満

2
6

3
92

4
18

4
3
31

3
35

1
8

4
30

4
48

0
1
08

1
08

1
3
m
Sv
以
上
3
0
m
Sv
未
満

0
1
44

1
44

0
0

0
0

5
8

5
8

0
0

0
3
0
m
Sv
以
上
　
　
　
　
　

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

00

（
注
１
）
従
事
者
数
合
計
が
合
わ
な
い
理
由
は
，
定
期
検
査
中
に
社
員
と
社
員
外
を
異
動
し
た
者
を
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
計
上
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

（
注
２
）
総
線
量
合
計
が
合
わ
な
い
理
由
は
，
社
員
と
社
員
外
そ
れ
ぞ
れ
の
総
線
量
を
四
捨
五
入
し
た
数
値
を
記
載
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

S
6
2
.
5
.
7
～
S
6
2
.
7
.
3
1
（
 
8
6
日
）

第
　
1
2
　
回

S
6
2
.
5
.
7
～
S
6
2
.
7
.
2
0
（
 
7
5
日
）

解
列
　
～
　
定
検
終
了

第
　
1
1
　
回

S
5
5
.
3
.
2
～
S
5
5
.
6
.
1
7
（
1
08
日
）

S
5
6
.
2
.
1
4
～
S
5
6
.
7
.
1
4
（
1
51
日
）

S
5
7
.
5
.
2
2
～
S
5
7
.
1
0
.
2
1
（
1
53
日
）

S
5
7
.
5
.
2
2
～
S
5
7
.
1
0
.
5
（
1
37
日
）

S
5
5
.
3
.
2
～
S
5
5
.
5
.
3
0
（
9
0
日
）

解
列
　
～
　
並
列

解
列
　
～
　
並
列

解
列
　
～
　
定
検
終
了

線 　 量 線 量 分 布
（
人
）

定
期
検
査
回
数

期 間線 量 分 布
（
人
）

線 　 量 線 量 分 布
（
人
）

期 間
S
6
1
.
1
.
9
～
S
6
1
.
6
.
1
9
（
1
62
日
）

S
6
1
.
1
.
9
～
S
6
1
.
7
.
2
（
1
75
日
）

解
列
　
～
　
並
列

解
列
　
～
　
定
検
終
了

S
5
9
.
1
0
.
1
～
S
5
9
.
1
2
.
1
8
（
7
9
日
）

S
5
8
.
8
.
3
1
～
S
5
9
.
1
.
1
0 
（
1
33
日
）

S
5
9
.
1
0
.
1
～
S
6
0
.
1
.
1
0
（
1
02
日
）

S
5
8
.
8
.
3
1
～
S
5
8
.
1
2
.
1
3
（
1
05
日
）

S
5
4
.
2
.
3
～
S
5
4
.
6
.
2
0
（
1
38
日
）

定
期
検
査
回
数

第
　
6
　
回

第
　
8
　
回

第
　
9
　
回

第
　
1
0
　
回

S
5
0
.
2
.
1
6
～
S
5
0
.
5
.
1
4
（
8
8
日
）

第
　
5
　
回

S
5
4
.
2
.
3
～
S
5
4
.
5
.
5
（
9
2
日
）

S
5
6
.
2
.
1
4
～
S
5
6
.
6
.
2
4
（
1
31
日
）

第
　
7
　
回

第
　
3
　
回

S
5
3
.
2
.
3
～
S
5
3
.
5
.
2
（
8
9
日
）

S
5
1
.
2
.
1
4
～
S
5
1
.
5
.
1
1
（
8
8
日
）

S
5
2
.
1
.
9
～
S
5
2
.
7
.
1
3
（
1
86
日
）

S
5
3
.
2
.
3
～
S
5
3
.
5
.
1
9
（
1
06
日
）

線 　 量

第
　
4
　
回

定
期
検
査
回
数

期 間
S
5
0
.
2
.
1
6
～
S
5
0
.
4
.
2
0
（
6
4
日
）

S
5
1
.
2
.
1
4
～
S
5
1
.
4
.
2
8
（
7
5
日
）

S
5
2
.
1
.
9
～
S
5
2
.
6
.
2
6
（
1
69
日
）

第
　
1
　
回

第
　
2
　
回

３．５　放射線管理
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別
添
資
料
３
．
５
－
３
　
定
期
検
査
期
間
中
の
線
量
状
況
（
2
／
3）

社
　
員

社
員
外

合
　
計

従
事
者
数

（
人
）

3
16

2
,
1
83

2
,
4
99

総
線
量

（
人
・
S
v
）

0
.
1
0

3
.
1
8

3
.
2
9

平
均
線
量

（
m
Sv
）

0
.
3

1
.
5

1
.
3

最
大
線
量

（
m
Sv
）

5
.
5

2
4
.
2

－
1
.
3
m
Sv
未
満

2
93

1
,
6
02

1
,
8
95

1
.
3
m
Sv
以
上
4
.
0
m
Sv
未
満

2
2

3
18

3
40

4
.
0
m
Sv
以
上
1
3
m
Sv
未
満

1
2
27

2
28

1
3
m
Sv
以
上
3
0
m
Sv
未
満

0
3
6

3
6

3
0
m
Sv
以
上
　
　
　
　
　

0
0

0

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

従
事
者
数

（
人
）

2
78

1
,
3
96

1
,
6
74

3
15

1
,
4
49

1
,
7
64

3
02

1
,
6
40

1
,
9
42

2
97

2
,
4
16

2
,
7
13

総
線
量

（
人
・
S
v
）

0
.
0
6

1
.
5
2

1
.
5
8

0
.
0
7

1
.
0
0

1
.
0
7

0
.
0
7

1
.
2
3

1
.
3
0

0
.
0
8

2
.
8
7

2
.
9
5

平
均
線
量

（
m
Sv
）

0
.
2

1
.
1

0
.
9

0
.
2

0
.
7

0
.
6

0
.
2

0
.
7

0
.
7

0
.
3

1
.
2

1
.
1

最
大
線
量

（
m
Sv
）

2
.
1

2
0
.
6

－
2
.
8

8
.
7

－
3
.
2

9
.
4

－
3
.
3

1
1
.
1

－
2
78

1
,
3
0
7

1
,
5
8
5

3
15

1
,
4
1
5

1
,
7
3
0

3
02

1
,
6
0
4

1
,
9
0
6

2
97

2
,
1
9
5

2
,
4
9
2

0
8
3

8
3

0
3
4

3
4

0
3
6

3
6

0
2
21

2
21

0
6

6
0

0
0

0
0

0
0

00
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
00

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

00
（
第
1
4
回
か
ら
線
量
分
布
幅
変
更
）

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

従
事
者
数

（
人
）

3
31

2
,
6
31

2
,
9
62

3
45

2
,
0
88

2
,
4
33

3
45

1
,
6
89

2
,
0
34

3
74

1
,
3
87

1
,
7
61

総
線
量

（
人
・
S
v
）

0
.
0
8

4
.
7
7

4
.
8
5

0
.
1
0

4
.
0
0

4
.
1
0

0
.
0
7

1
.
0
2

1
.
1
0

0
.
0
7

0
.
9
0

0
.
9
8

平
均
線
量

（
m
Sv
）

0
.
2

1
.
8

1
.
6

0
.
3

1
.
9

1
.
7

0
.
2

0
.
6

0
.
5

0
.
2

0
.
7

0
.
6

最
大
線
量

（
m
Sv
）

7
.
2

1
7
.
5

－
8
.
3

1
7
.
2

－
2
.
3

1
0
.
6

－
2
.
4

8
.
4

－
3
29

2
,
2
7
9

2
,
6
0
8

3
44

1
,
7
8
7

2
,
1
3
1

3
45

1
,
6
4
8

1
,
9
9
3

3
74

1
,
3
5
1

1
,
7
2
5

2
3
18

3
20

1
2
55

2
56

0
4
1

4
1

0
3
6

3
6

0
3
4

3
4

0
4
6

4
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

00
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
00

（
注
１
）
従
事
者
数
合
計
が
合
わ
な
い
理
由
は
，
定
期
検
査
中
に
社
員
と
社
員
外
を
異
動
し
た
者
を
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
計
上
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

（
注
２
）
総
線
量
合
計
が
合
わ
な
い
理
由
は
，
社
員
と
社
員
外
そ
れ
ぞ
れ
の
総
線
量
を
四
捨
五
入
し
た
数
値
を
記
載
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

定
期
検
査
回
数

第
　
1
3
　
回

期 間
解
列
　
～
　
並
列

S
6
3
.
6
.
2
5
～
S
6
3
.
1
1
.
1
3
（
1
42
日
）

解
列
　
～
　
定
検
終
了

S
6
3
.
6
.
2
5
～
S
6
3
.
1
1
.
2
9
（
1
58
日
）

線 　 量 線 量 分 布
（
人
）

定
期
検
査
回
数

第
　
1
4
　
回

第
　
1
5
　
回

第
　
1
6
　
回

第
　
1
7
　
回

期 間
解
列
　
～
　
並
列

H
1
.
9
.
8
～
H
2
.
1
.
9
（
1
24
日
）

H
3
.
1
.
2
9
～
H
3
.
4
.
8
（
7
0
日
）

H
4
.
4
.
2
～
H
4
.
7
.
8
（
9
8
日
）

H
5
.
9
.
6
～
H
5
.
1
2
.
2
1
（
1
07
日
）

解
列
　
～
　
定
検
終
了

H
1
.
9
.
8
～
H
2
.
1
.
2
4
（
1
39
日
）

H
3
.
1
.
2
9
～
H
3
.
4
.
2
5
（
8
7
日
）

H
4
.
4
.
2
～
H
4
.
8
.
7
（
1
28
日
）

H
5
.
9
.
6
～
H
6
.
1
.
2
0
（
1
37
日
）

線 　 量 線 量 分 布
（
人
）

 
 5
m
Sv
以
下

 
 5
m
Sv
を
超
え
1
5
m
Sv
以
下

1
5
m
Sv
を
超
え
2
5
m
Sv
以
下

2
5
m
Sv
を
超
え
5
0
m
Sv
以
下

5
0
m
Sv
を
超
え
る
　
　
　
　
　
　

定
期
検
査
回
数

第
　
1
8
　
回

第
　
1
9
　
回

第
　
2
0
　
回

第
　
2
1
　
回

期 間
解
列
　
～
　
並
列

H
6
.
1
0
.
8
～
H
7
.
3
.
2
2
（
1
66
日
）

H
8
.
2
.
8
～
H
8
.
7
.
9
（
1
53
日
）

H
9
.
9
.
6
～
H
9
.
1
1
.
2
6
（
8
2
日
）

H
1
1
.
1
.
1
9
～
H
1
1
.
3
.
5
（
4
6
日
）

解
列
　
～
　
定
検
終
了

H
6
.
1
0
.
8
～
H
7
.
4
.
1
9
（
1
94
日
）

H
8
.
2
.
8
～
H
8
.
8
.
7
（
1
82
日
）

H
9
.
9
.
6
～
H
9
.
1
2
.
2
4
（
1
10
日
）

H
1
1
.
1
.
1
9
～
H
1
1
.
3
.
3
0
（
7
1
日
）

線 　 量 線 量 分 布
（
人
）

 
 5
m
Sv
以
下

 
 5
m
Sv
を
超
え
1
5
m
Sv
以
下

1
5
m
Sv
を
超
え
2
5
m
Sv
以
下

2
5
m
Sv
を
超
え
5
0
m
Sv
以
下

5
0
m
Sv
を
超
え
る
　
　
　
　
　
　

３．５　放射線管理
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別
添
資
料
３
．
５
－
３
　
定
期
検
査
期
間
中
の
線
量
状
況
（
3
／
3）

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

従
事
者
数

（
人
）

3
51

2
,
4
17

2
,
7
68

3
23

1
,
3
11

1
,
6
34

3
13

1
,
7
97

2
,
1
10

2
91

1
,
9
18

2
,
2
09

総
線
量

（
人
・
S
v
）

0
.
1
7

9
.
7
5

9
.
9
2

0
.
0
7

0
.
8
3

0
.
9
0

0
.
1
2

2
.
3
1

2
.
4
3

0
.
0
9

3
.
2
7

3
.
3
6

平
均
線
量

（
m
Sv
）

0
.
5

4
.
0

3
.
6

0
.
2

0
.
6

0
.
6

0
.
3
8

1
.
2
9

1
.
1
5

0
.
3
0

1
.
7
1

1
.
5
2

最
大
線
量

（
m
Sv
）

9
.
0

2
1
.
3

－
3
.
1

8
.
3

－
5
.
5
3

1
0
.
6
0

－
4
.
6
9

1
5
.
9
4

－
3
46

1
,
7
5
4

2
,
1
0
0

3
23

1
,
2
6
7

1
,
5
9
0

3
12

1
,
6
3
0

1
,
9
4
2

2
91

1
,
6
7
8

1
,
9
6
9

5
4
44

4
49

0
4
4

4
4

1
1
67

1
68

0
2
33

2
33

0
2
19

2
19

0
0

0
0

0
0

0
7
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

00
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
00

前
回
調
査
期
間

今
回
調
査
期
間

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

社
　
員

社
員
外

合
　
計

従
事
者
数

（
人
）

3
61

1
,
9
01

2
,
2
62

3
81

2
,
0
11

2
,
3
90

3
84

1
,
9
10

2
,
2
94

総
線
量

（
人
・
S
v
）

0
.
0
9

1
.
4
6

1
.
5
4

0
.
1
6

3
.
9
6

4
.
1
2

0
.
1
1

2
.
2
3

2
.
3
4

平
均
線
量

（
m
Sv
）

0
.
2
4

0
.
7
5

0
.
6
8

0
.
4
1

1
.
9
7

1
.
7
2

0
.
2
9

1
.
1
7

1
.
0
2

最
大
線
量

（
m
Sv
）

7
.
7
5

9
.
4
1

－
9
.
9
0

1
6
.
1
4

－
7
.
5
6

1
1
.
2
5

－
3
60

1
,
8
4
2

2
,
2
0
2

3
80

1
,
6
8
2

2
,
0
6
0

3
83

1
,
7
5
7

2
,
1
4
0

1
5
9

6
0

1
3
28

3
29

1
1
53

1
54

0
0

0
0

1
1

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

（
注
１
）
従
事
者
数
合
計
が
合
わ
な
い
理
由
は
，
定
期
検
査
中
に
社
員
と
社
員
外
を
異
動
し
た
者
を
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
計
上
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

（
注
２
）
総
線
量
合
計
が
合
わ
な
い
理
由
は
，
社
員
と
社
員
外
そ
れ
ぞ
れ
の
総
線
量
を
四
捨
五
入
し
た
数
値
を
記
載
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

定
期
検
査
回
数

第
　
2
2
　
回

第
　
2
3
　
回

第
　
2
4
　
回

第
　
2
5
　
回

期 間
解
列
　
～
　
並
列

H
1
2
.
5
.
1
1
～
H
1
3
.
4
.
5
（
3
30
日
）

H
1
4
.
5
.
2
5
～
H
1
4
.
7
.
6
（
4
3
日
）

H
1
5
.
9
.
1
7
～
H
1
5
.
1
2
.
3
0
（
1
05
日
）

H
1
7
.
2
.
2
0
～
H
1
7
.
7
.
1
2
（
1
43
日
）

解
列
　
～
　
定
検
終
了

H
1
2
.
5
.
1
1
～
H
1
3
.
4
.
2
7
（
3
52
日
）

H
1
4
.
5
.
2
5
～
H
1
4
.
7
.
3
1
（
6
8
日
）

H
1
5
.
9
.
1
7
～
H
1
6
.
 
1
.
2
2
（
1
29
日
）

H
1
7
.
2
.
2
0
～
H
1
7
.
8
.
1
0
（
1
72
日
）

線 　 量 線 量 分 布
（
人
）

 
 5
m
Sv
以
下

 
 5
m
Sv
を
超
え
1
5
m
Sv
以
下

1
5
m
Sv
を
超
え
2
5
m
Sv
以
下

2
5
m
Sv
を
超
え
5
0
m
Sv
以
下

5
0
m
Sv
を
超
え
る
　
　
　
　
　
　

定
期
検
査
回
数

第
　
2
6
　
回

第
　
2
7
　
回

第
　
2
8
　
回

期 間
解
列
　
～
　
並
列

H
1
8
.
9
.
9
～
H
1
9
.
3
.
1
3 
（
1
86
日
）

H
1
9
.
1
2
.
5
～
H
2
0
.
4
.
2
0
（
1
38
日
）

H
2
1
.
5
.
7
～
H
2
1
.
9
.
1
3
（
1
30
日
）

解
列
　
～
　
定
検
終
了

H
1
8
.
9
.
9
～
H
1
9
.
4
.
2
7
（
2
31
日
）

H
1
9
.
1
2
.
5
～
H
2
0
.
5
.
1
4
（
1
62
日
）

H
2
1
.
5
.
7
～
H
2
1
.
1
0
.
9
（
1
56
日
）

線 　 量 線 量 分 布
（
人
）

 
 5
m
Sv
以
下

 
 5
m
Sv
を
超
え
1
5
m
Sv
以
下

1
5
m
Sv
を
超
え
2
5
m
Sv
以
下

2
5
m
Sv
を
超
え
5
0
m
Sv
以
下

5
0
m
Sv
を
超
え
る
　
　
　
　
　
　

３．５　放射線管理
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別
添
資
料
３
．
５
－
４
　
線
量
管
理
シ
ス
テ
ム
の
変
遷

年
度

１
号
機
営
業
運
転
開
始

項
目

（
注
）

FB
：
フ
ィ
ル
ム
バ
ッ
ジ

A
TL
D
：
自
動
読
取
熱
蛍
光
線
量
計

AI
D
：
作
業
情
報
入
力
装
置

前
回
調
査
期
間

今
回
調
査
期
間

GB
：
ガ
ラ
ス
バ
ッ
ジ

AP
D
：
警
報
付
ポ
ケ
ッ
ト
線
量
計

AC
G
：
入
域
ゲ
ー
ト

PD
：
ポ
ケ
ッ
ト
線
量
計

4
3

18
17

8
7

6
5

▽
H

63
62

元
5
0
5
1
52
53

シ
ス
テ
ム

入
退
域
管
理

装
置

▽ ▽

放
射
線
安
全
管
理
シ
ス
テ
ム

放
射
線
管
理
計
算
機

（
本
店
側
）

（
発
電
所
側
）

A
TL
D読
取
装
置
導
入

A
TL
D読
取
装
置

個
人
線
量
計

10
9

61
60

56
57

▽

A
TL
D

2

変
更

変
更

▽22

新
型
A
PD

▽

21
20

線
量
計
変
更

（
P
D⇒
A
TL
D）

12
23

11
16

15
14

13
19

55
58
59

S
54

▽

P
D

▽

4
8
4
9

F
B

（
日
々
の
管
理
）

（
月
々
の
管
理
）

線
量
計
変
更

（
F
B⇒
G
B）

読
取
装
置
変
更

A
PD
読
取
装
置

A
PD

G
B

▽

線
量
計
変
更

（
A
TL
D⇒
A
PD
）

A
ID
,A
CG
,体
表
面
モ
ニ
タ
（
退
域
処
理
）

被
ば
く
管
理
シ
ス
テ
ム

A
PD
制
御
シ
ス
テ
ム

線
量
管
理
シ
ス
テ
ム

A
PD
制
御
シ
ス
テ
ム
導
入

▽
統
合

３．５　放射線管理
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年
度
　
▽
１
号
機
営
業
運
転
開
始

昭
和

平
成

 
 
 
項
目

4
8
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
6
0
6
1
6
2
6
3
元
2
3
4
5
6
7
8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3

　
▽
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
設
置
（
S
4
7
）

▽
作
業
場
所
で
の
線
量
当
量
率
表
示

（
デ
ジ
タ
ル
線
量
当
量
率
表
示
器
の
採
用
） ▽
無
線
式
デ
ジ
タ
ル
表
示
器
の
設
置

　
▽
ダ
ス
ト
サ
ン
プ
ラ
に
よ
る
サ
ン
プ
リ
ン
グ

　
▽
連
続
ダ
ス
ト
モ
ニ
タ
設
置
（
S
4
7
）
▽
▽
ダ
ス
ト
モ
ニ
タ
リ
プ
レ
ー
ス

▽
リ
プ
レ
ー
ス

▽
▽
ダ
ス
ト
モ
ニ
タ
追
設

Ｒ
／
Ｂ
用
　
Ｐ
Ｃ
Ｖ
用

　
▽
ス
ミ
ア
法
に
よ
る
測
定
（
ろ
紙
に
よ
る
拭
き
取
り
測
定
法
）

　
▽
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
の
線
量
当
量
率
に
よ
り
１
週
間
の
線
量
当
量
に
換
算

Ｔ
Ｌ
Ｄ
に
よ
る
測
定
（
管
理
区
域
内
）
▽

　
▽
Ｔ
Ｌ
Ｄ
に
よ
る
管
理
区
域
境
界
線
量
当
量
測
定
（
S
4
7
）

Ｔ
Ｌ
Ｄ
：
熱
蛍
光
線
量
計

表
面
汚
染
密
度

外
部
放
射
線
に

係
わ
る
線
量
当
量

外
部
放
射
線
に

よ
る
線
量
当
量
率

空
気
中
の
粒
子

状
放
射
性
物
質

濃
度

別
添
資
料
３
．
５
－
５
　
管
理
区
域
内
放
射
線
環
境
監
視
の
変
遷

備
　
　
考

・
2
7
回
R
/
B
,
2
8
回
T
/
B
,
2
9
回
R
w
/
B
取
替

３．５－６４
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今
回
の
調
査
期
間



別
添
資
料
　
３
．
５
－
６
　
放
射
線
管
理
に
係
る
運
用
管
理
フ
ロ
ー

計
画
段
階

実
施
段
階

評
価
・
検
討
段
階

反
映
段
階

放
射
線
管
理
計
画
立
案

・
放
射
線
管
理
要
領
（
二
次
文
書
）

・
放
射
線
管
理
手
順
書
（
三
次
文
書
）

・
放
射
線
管
理
仕
様
書

・
総
線
量
の
算
出

・
最
適
な
線
量
低
減
対
策
の
検
討

・
最
適
な
管
理
区
域
区
域
区
分
の
検
討

・
放
射
線
管
理
体
制
の
確
立

・
過
去
の
作
業
実
績

・
今
回
の
作
業
内
容
の
確
認

・
放
射
線
作
業
環
境
の
現
状
把
握

工
事
の
実
施

・
個
人
線
量
実
績
の
管
理

・
作
業
線
量
実
績
の
管
理

・
放
射
線
作
業
環
境
の
管
理

・
管
理
区
域
区
域
区
分
の
変
更

環
境
改
善
・
作
業
改
善
・
対
策
検
討

対
策
実
施

教
育

実
績
評
価
・
検
討

・
線
量
集
計
・
評
価

・
低
減
効
果
の
評
価

・
問
題
点
の
抽
出

国
内
外
の
実
施
状
況
等

反
映
項
目
の
検
討

次
回
へ
の
反
映

・
環
境
改
善
対
策

・
線
量
低
減
対
策

・
作
業
合
理
化
（
作
業
方
法
）
対
策

３．５－６５
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